
 

（様式３） 

会議の開催結果について 

 
 
 
 １ 会議名 

 
令和７年度第１回河内長野市行財政評価委員会 

 

 ２ 開催日時 令和７年10月14日（木）14時00分～16時30分 

 ３ 開催場所 
 
河内長野市役所８階802会議室 

 

 

 

 

 ４ 会議の概要 

 

（１）行財政評価委員会委員長の選出について 

（２）令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創

生推進タイプ）事業の評価について 

（３）令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の評

価について 

 

 ５ 公開・非公開の別 

       （理由） 

 
 
公開 

 ６ 傍聴人数 
 
 １名 

 ７ 問い合わせ先  （担当課名）総務経営局 総務資源部 総務課 （内線464） 

 

 

 ８ その他 

 

 

＊同一の会議が１週間以内に複数回開催された場合は、まとめて記入できるものとする。 



令和７年度第１回行財政評価委員会・会議録 

 

日 時 令和７年 10 月 14 日（火）14時 00 分～16時 30 分 

場 所 市役所８階 802 会議室 

出席者 河内長野市行財政評価委員会 ５名（欠席：嶋田委員） 

     事務局  西野市長、早川総務経営局長、藤川総務資源部長、吉川総務課長 

             横山主幹兼 G 長、近藤 

事業担当課 秘書企画課、シティプロモーション課、まちづくり推進課 

自然資本活用課、まちデザイン課、産業観光課、ふるさと納税課 

傍聴者 １名 

 

案件１．令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）事業の評価

について 

事業：産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業                              

＜担当課から事業内容・評価の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞  

評価は「妥当」と一致。万博や 70 周年を契機に事業創出・実施ができ、市民公益活動と補完しなが

ら新たな市民の積極的参加を生んでいる点を評価する一方、継続性や実効性に課題があるとの指摘が

あった。 

また、コミュニティ参加団体数を目標にすると活動のない団体が出てくることを懸念があり、市役

所主導の連携会議を市民主導へと変え、市民参加の質を高める、具体的な作戦が必要であるとの意見

や、デジタルプラットフォームの利点とマンネリ化のリスクも挙げられた。イベント中心にならない

「参画と協同」の突破口を開き、得た人材とノウハウをストックして他の事業者や他課にも展開する

必要性が強調された。総じて成果を認めつつ、持続可能性・具体性・周知・ノウハウや人材の継承が

今後の焦点とされた。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」 

 

事業：デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業                                 

＜担当課から事業内容・評価の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞  

総じて「妥当」との評価。特にインナーブランディングで職員が総出で取り組んでいる点が、従来

のシティプロモーションと異なる点として評価された。数値目標は達成できていない項目もあり、要

素事業との関連で目標設定が難しかった可能性が指摘された。ブランドブックは職員向けに作られ公

開しているが、より広く共有できればとの意見もあった。オンラインで意見を集める方式はコロナ以



降受け入れられているが、市内導入はまだ限定的で、裾野拡大のため高齢者向けマニュアルや導入ノ

ウハウの整備が必要とされた。広報・地域還元の工夫や、南花台地区の成功事例を他のまちへ展開す

ることも求められている。自治体 DX については総務課に担当部署を統合して推進（デジタルと行財

政改革を合体）、生成 AI 活用などの取組を進めているが、全体戦略の中での位置づけや他の具体施策

（窓口改革、コンビニ交付等）を見える化してほしいとの要望があった。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」 

 

案件２．令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の評価について 

事業：公共交通推進事業                               

＜事業担当課から事業内容・評価の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞  

「妥当」と評価。民間の知見導入を概ね評価する一方で、公共交通の地域性や減便リスク、住民満

足度向上の方策については、行政の視点が大事であるという意見、また人材派遣型事業に見合った評

価指標の整備が課題として挙げられた。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」 

 

事業：サッカーチームと連携したまちの魅力向上事業                  

＜事業担当課から事業内容・評価の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞  

現行の KPI がスタジアム等「ハード」な成果に偏っており、ワークショップやサッカーチームとの

交流といった「ソフト」な取組が数値目標に反映されていないため不利になっているとの指摘が出た。

スタジアム完成に依存する指標だと達成が困難になるため、寄附や評価につながるソフト面の努力も

指標化すべきという提案があった。また、最終アウトプットに直結する KPI だけでなく、進捗率や進

捗を阻む要因などの中間指標や補助指標、実施状況のストーリー（説明）を参考資料等に付けて評価

に反映すべきという意見が強調された。材料費高騰や入札の難航など外部要因を踏まえ、進捗が遅れ

ている中での事業実施には一定の評価がなされた。 

総じて評価は「妥当」との結論であった。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」 

 

 



 

事業：林道整備事業                                 

＜事業担当課から事業内容・評価の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞  

全体として妥当との評価。河内長野市は山地が多く林業が重要である点で一致したが、「林業従事

者数」を指標とすることの適切性に疑問があるとの意見があった。最終アウトカムの設定が現場と乖

離している可能性が指摘され、充当率や寄附者数などより具体的で説明しやすい指標を用いること、

行政内部で寄附を活用して事業を推進する意識醸成や仕組みづくりなどの提案があった。 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」 

 

事業：産業振興事業                               

＜事業担当課から事業内容・評価の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞  

評価は妥当とされ、派遣型で専門的知見を活用できた点は評価されたが、KPI では事業内容や成果

の中身が読み取れないとの指摘があった。事業内容については、地域住民の理解を得ながら進める必

要がある点も強調され、知見の蓄積や人材派遣制度の効果を示す補助指標を設定し、最終アウトカム

だけでなく中間評価ができるようにすることが求められた。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」 

 

事業：ふるさと納税を通じた市の活性化推進事業                    

＜事業担当課から事業内容・評価の概要を説明＞ 

 

＜主な質問、意見＞  

  全会一致で妥当との評価。その他、質疑・意見等なし。 

 

＜委員会の評価＞（「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」の分類により評価） 

    「妥当」 

 

案件３．その他                                      

事 務 局：評価いただいた事業は、委員のご意見をもとに、今後の施策の展開、事業の改善に努める。

また、評価結果は、事務局で取りまとめて、後日、市ホームページで公表を予定している。

その際、評価結果の取りまとめ、公表方法は事務局に一任いただいてよろしいか。 

 



委 員 長：事務局に一任する。 



令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 

事業評価・外部評価結果について 

 

 

１．外部評価の目的 

市で実施した内部評価の妥当性を、専門的な見地や市民の目線から検証する

ことで、客観性を確保するとともに、必要に応じて総合戦略の見直しや次年度

の取組み内容への反映を行う。 

 

 

２．評価対象及び実施方法                                     

令和６年度に実施したデジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイ

プ）事業「産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業」及び「デジ

タル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業」について、

市で実施した内部評価に対し、河内長野市行財政評価委員会において外部評価

を行った。 

 

 

３．評価方法 

市内部で行った評価資料に基づき、事業の目標及び数値目標（KPI）を達成す

るために評価年度に実施した要素事業が効果的であったかとの観点で検証を行

い、「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」のいずれかに分類する。 

 

 

４．評価結果 

 別紙「令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）

事業評価・外部評価結果」のとおり 

 

 



■事業の概要

事業名称 産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業

事業の目標

　河内長野市は、昭和４０年前後からの大規模な住宅団地の開発により、ベットタウンとして発展した
まちである。しかし、全国的な少子高齢化の例に漏れず、また団塊の世代が大量に退職し始めた平成１
６年度以降、個人市民税の減少幅が大きくなってきたことから、ベットタウンとしての市政の在り方が
問われており、企業誘致や市内事業者の活性化、観光等関係人口の増加により、市内で経済活動を発展
させていくとともに、市民が住み続けたいと感じられる、豊かな生活が送れる基盤整備が必要である。
　また、経済的な発展だけでなく、真に豊かな生活を送ることが可能なまちとなるために、産業活動だ
けでなく、地域活動や個人のライフスタイルなどとも上手く連携し、市内事業者と市民や、NPO法人等
の団体とのつながりなど、事業者・団体・市民間の有機的なつながりを生み出すことでまちの賑わいを
創出するとともに、それらを市外にも効果的に発信することで、地域外の関係人口や交流人口の増加を
図る必要がある。
　このように市政転換が必要である中、本市では公共施設や農地の区画整理による産業用地化に伴う企
業誘致や、道路整備による交通網の強化など、大きな整備事業の計画が進んでいる。さらに、令和６年
度は市制７０周年という節目を迎え、また、令和７年度、２０２５年には「いのち輝く未来社会のデザ
イン」をテーマとした大阪・関西万国博覧会が開催され、未来社会の「共創」や、先端技術の活用など
をコンセプトとした取り組みが市内外で活発に取り組まれることとなっている。
　これを絶好の機会と捉え、市内事業者やNPO法人等の団体、市民とともに行政が一緒になって様々な
地域資源を発信する事業を推進することで、それら関係者の「つながり」により、相互に影響しあって
相乗効果を生み出し、団体や個人が市に愛着や誇り、「住み続けたい」と感じる、豊かな暮らしができ
るまちをめざす。また、それら関係者の「つながり」によるオール河内長野でのまちの魅力発信によ
り、多くの関係人口が流入し、その結果、定住人口が増加し、若い世代が流入することで、人口バラン
スが健全化し、多様な住民が住み続けている豊かなまちを目指す。

全体の概要

　市民・市内事業者・関係団体・行政、各分野の関係者が参画する「Kawachinagano FUTURE FACTORY
（KFF）」を組成し、市の重要な資源である「食」「歴史・文化」「地域活動」「健康」「企業活動」
「森林」の地域資源をテーマとし連携事業を創出。オール河内長野として創出した事業について、効果
的かつ統一的に発信市内にレガシーとして継承される作品を遺すことで、一体感を醸成し、継続的につ
ながりを深めながら、地域の活性化を図り、市の新しいまちづくりを推進する。

要素事業① つながる河内長野推進にかかるKFF運営事業

令和６年度
実施事業内容

　市民と行政の接点を強化する基盤としての市民参加型合意形成プラットフォームの運営を通して、市
民とのつながりを重視したワークショップやイベント等の取組みの推進を図り、万博無料招待等への環
境整備を実施した。
　また「市民・行政・事業者・団体」によるコミュニティ組成に向けた、連携会議を開催し、円滑なコ
ミュニケーションを図り、ワークショップやイベント実施に寄与した。

要素事業② つながる河内長野推進事業

令和６年度
実施事業内容

　「つながる河内長野」をメインテーマに、市民や地域がつながり、誇りや愛着を共感できる事業を目
指して、市制施行７０周年イベントを実施した。
　さらに周年事業をひとつのイベントとして終わらせるのではなく、訪れたくなるまちづくりを目指し
て、２０２５年大阪・関西万博開催に向けた機運醸成イベントを実施した。

要素事業③ つながる河内長野推進事業に係るオンライン会議同時配信環境整備事業

令和６年度
実施事業内容

　「つながる河内長野」推進において、現場に来れない方も空間的制限を受けることなく、自由に参画
できるオンライン環境を整備するために必要となる、ビデオカメラ、スイッチャー等の機器を導入し
た。

令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）
事業評価・外部評価結果



■市評価結果（各要素事業別）

要素事業① つながる河内長野推進にかかるKFF運営事業

評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

　市民と行政の接点を強化する基盤としての市民参加型合意形成プラットフォームにおいては、ワーク
ショップ時に、システムを利用して、参加者が誰でも自由に、リアルタイムで意見交換できる場を設定
し、活発な意見交換に寄与した。特に令和７年１月に開催した万博催事キックオフイベントにおいて
は、首長、市職員、事業者、市民ボランティア等が本仕組みを利用してワークショップを開催した。
　また「市民・行政・事業者・団体」によるコミュニティの組成に向け、活発なコミュニケーションを
図るため、連携会議を計11回実施し、市内催事実施に向けた連携強化を図る場の構築に寄与できた。

要素事業② つながる河内長野推進事業

評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

　令和６年５月に実施した市制施行７０周年イベントについては、大きな事故もなく、約20,000人の方
が来場され、だんじり関係者の参加者は約500人、市内小学生と保護者の参加者は300人となり、市民の
シビックプライドの醸成や、市外の方への魅力発信が達成できた。
　また、つながる河内長野事業においては、連携会議を通じて、各事業者ごとに様々な取り組みがなさ
れ、特に令和６年１２月に実施した催事においては、本事業に賛同された市内事業者による連携事業
（本事業の委託業務外）が５つも展開された。
　さらに、令和７年２月に実施した、プレ万博イベントにおいては、約1,000人も来場されるイベント
となり、市民のさらなるシビックプライドの醸成を図ることができた。

要素事業③ つながる河内長野推進事業に係るオンライン会議同時配信環境整備事業

評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

　万博催事に向けた、キックオフイベントにおいて、同システムを利用した、オンライン配信を実施
し、当日会場へ来られない方に向け、空間的制限を受けずに参画できる環境を提供できた。

※１：評価事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、「③効果があった」、「④効果がなかった」

■委員会評価
評価区分（※２） 意見・コメント

①妥当

評価内訳

①妥当　　　5
②概ね妥当　0
③要検討　　0

※２：取組事業が事業の目標・KPI達成するために、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」

万博や70周年を契機に事業創出・実施ができ、市民公益活動と補完しながら新たな市民の積極的参加を
生んでいる点を評価する一方、継続性や実効性に課題があるとの指摘があった。
また、コミュニティ参加団体数を目標にすると活動のない団体が出てくることを懸念があり、市役所主
導の連携会議を市民主導へと変え、市民参加の質を高める、具体的な作戦が必要であるとの意見や、デ
ジタルプラットフォームの利点とマンネリ化のリスクも挙げられた。イベント中心にならない「参画と
協同」の突破口を開き、得た人材とノウハウをストックして他の事業者や他課にも展開する必要性が強
調された。総じて成果を認めつつ、持続可能性・具体性・周知・ノウハウや人材の継承が今後の焦点と
された。



■事業の概要

事業名称 デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業

事業の目標

　河内長野市では、人口減少・少子高齢化が急激に進む開発団地の解決に向けて、「地域住民が住み慣
れた場所で多世代と交流しながら、生きがいを持ち、元気に暮らし続けることができるまちづくり」を
コンセプトに南花台スマートエイジング・シティ団地再生モデル事業を推進してきた。
　この事業において、南花台地域では、まちのスーパーマーケット内に地域活動拠点を整備すること
で、いつでも、だれでも気軽に訪れられる場所を作り、そこで市民と行政が気軽に意見交換をすること
により、血の通った交流が生まれ、真の地域課題を共有し、協働によりそれを解決するという取り組み
を進めてきた。
　その結果として、まちの困りごとを地域住民主体で解決する生活支援の取り組みやボランティアによ
る子育て支援など、多様な地域活動が創出され、それらの連携により地域活動拠点の継続的な運営が実
施できている。
　今後は、この様な地域単位での活動を大きく横展開し、地域の特性にあわせた協働のまちづくりを推
進していくことで、河内長野市全体のまちづくりの活性化を目指していく時期になっている。
　他方、全国的な潮流に視点を移すと、コロナ禍によるオンライン会議等テレワークの拡がりやメタ
バースを通じたイベントなど、オンライン上でのコミュニケーションが急速な広がりを見せ、時間的・
空間的制約から解放された様々なコミュニティが生まれる素地がある。
　この様な状況を踏まえ、オンラインコミュニティの活用により、地域コミュニティが活性化され、多
くの市民が地域のまちづくり活動に主体的に参画するとともに、担い手である市民等と行政とが、まち
づくりの方向性を共有し、相互理解に基づく、多様な主体による「協働によるまち」を目指すととも
に、市民の本市に対する誇りや愛着、市内外からの認知度や好感度が高まることにより、住む・働く・
学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において本市が「選ばれるまち」をめざす。

全体の概要

　若い世代を含む現役世代の地域コミュニティへの参画率を上げるため、仕事との両立や、現在の地域
コミュニティの大部分を占める高齢者との生活環境の差に左右されない、オンライン上でのコミュニ
ティ創出やコミュニケーションシステムの運用を実施。あわせて、既存のコミュニティの担い手の主力
である高齢者にも、同様にデジタル技術を活用したコミュニティに参画してもらうため、デジタルデバ
イド解消をめざすとともに、本市の魅力を市民及び関係人口とともに感じ、その魅力を明確化し、市の
イメージ転換を図りながらシビックプライドを醸成し、「市民が誇れるまち」へと誘導することで、主
体的なコミュニティへの参画意識の向上を図る。

要素事業① デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業

令和６年度
実施事業内容

・子ども計画への展開とオンラインプラットフォーム活用支援（AIを活用した分析支援、投稿内容分
析）
・デジタルデバイド解消を目的としたスマホ講座
・総合研究会など各プロジェクト会議の運営
・「咲っく南花台プロジェクト横展開」としてイズミヤSC河内長野における地域活動拠点化推進

要素事業② 主体的な地域活動への参加を促すシビックプライドの醸成

令和６年度
実施事業内容

●河内長野市ブランディング事業
職員一人ひとりが自分の携わる業務について、共通した目的をもって、取り組むための指針となる「ブ
ランドメッセージ」を決定すべく、全職員を対象とした講習と投票を実施した。また決定した「ブラン
ドメッセージ」を職員一人ひとりに丁寧に分かりやすく伝えるための「ブランドブック」を作成した。

●まちの参観日in河内長野事業
南海電気鉄道株式会社と、令和４年８月１日に締結した「河内長野市と南海電気鉄道株式会社との連携
協力に関する基本協定書」の協力事項に基づき、河内長野市への若年層や子育て世代を中心とした世代
の転入・定住に寄与する事業を実施した。

■市評価結果

要素事業① デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業

評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

・「子ども計画」への展開に向けて、特に小学生から20歳代の市民、市内在学、在勤の方を巻き込む形
での意見募集とその整理を行い、計画策定における市民の声を反映させるため、ブログ機能などを用い
て意見投稿がしやすい環境づくりにつながった。
・デジタルデバイド解消を目的に、スマホ講座を開催。地域活動におけるデジタル化の推進を図った。
・咲っく南花台プロジェクトの拠点であるコノミヤテラスにおいて、子育て、健康づくり、生活応援な
ど多様な事業を実施し、地域活動の活性化が進んだ。
・交通不便地での同様の電動カートを用いた実証実験を開始し、「イズミヤゆいテラス」における、事
業の横展開として、地域内移動支援の実現に向けた地域活性化のワークショップを実施し、地域住民主
体の移動支援団体組成に向けた意識醸成を図った。

令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）
事業評価・外部評価結果



要素事業② 主体的な地域活動への参加を促すシビックプライドの醸成

評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

　河内長野市ブランディング事業においては、「ブランドメッセージ」を決定するにあたり、全職員を
対象とした研修と投票を行い、８９％以上の職員が参加して、決定することができ、職員それぞれがイ
ンナーブランディングの必要性等を考えることができた。また決定したブランドメッセージ「かわらず
なが～くふだんのしあわせ」は、職員の半数以上が投票したもので、河内長野市の職員にとって、共感
を持てるメッセージとなったことが分かる。またブランドメッセージ等を分かりやすく伝えるためのブ
ランドブックを完成させ、インナーブランディングのさらなる推進に取り組める体制の構築にも取り組
んだ。
　まちの参観日in河内長野事業においては、協定を結ぶ南海電気鉄道株式会社と、まちの参観日という
企画で、移住・定住に興味がある方々へ河内長野市の魅力を発信する催事を実施した。本催事のプロ
モーションには、南海電気鉄道株式会社のＳＮＳを活用し、オンラインイベントには、１５００人以上
と非常に多く方に参加頂き、リアルイベントでは、８組１８人の参加があり、最終的に４組の転入があ
り、大きな成果を得ることができた事業となった。

※１：評価事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、「③効果があった」、「④効果がなかった」

■委員会評価
評価区分（※２） 意見・コメント

①妥当

■市評価結果（各要素事業別）

①妥当　　　5
②概ね妥当　0
③要検討　　0

※２：取組事業が事業の目標・KPI達成するために、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」

特にインナーブランディングで職員が総出で取り組んでいる点が、従来のシティプロモーションと異な
る点として評価された。数値目標は達成できていない項目もあり、要素事業との関連で目標設定が難し
かった可能性が指摘された。ブランドブックは職員向けに作られ公開しているが、より広く共有できれ
ばとの意見もあった。オンラインで意見を集める方式はコロナ以降受け入れられているが、市内導入は
まだ限定的で、裾野拡大のため高齢者向けマニュアルや導入ノウハウの整備が必要とされた。広報・地
域還元の工夫や、南花台地区の成功事例を他のまちへ展開することも求められている。自治体DXについ
ては総務課に担当部署を統合して推進（デジタルと行財政改革を合体）、生成AI活用などの取組を進め
ているが、全体戦略の中での位置づけや他の具体施策（窓口改革、コンビニ交付等）を見える化してほ
しいとの要望があった。



令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業評価・外部評価結果について 

 

 

１．外部評価の目的 

市で実施した内部評価の妥当性を、専門的な見地や市民の目線から検証する

ことで、客観性を確保するとともに、必要に応じて総合戦略の見直しや次年度

の取組み内容への反映を行う。 

 

 

２．評価対象及び実施方法                                     

令和６年度に実施した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」について、

市で実施した内部評価に対し、河内長野市行財政評価委員会において外部評価

を行った。 

 

 

３．評価方法 

市内部で行った評価資料に基づき、事業の目標を達成するために評価年度に

実施した取り組みが効果的であったか、および今後の方向性が適切かどうかの

観点で検証を行い、「妥当」、「概ね妥当」、「要検討」のいずれかに分類する。 

 

 

４．評価結果 

 別紙「令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業評価・外部評価結果 

」のとおり 

 

 



■事業の概要

事業① 将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える公共交通推進事業

令和６年度
実施事業内容

（１）令和６年度実施事項
・公共交通網「リ・デザイン」のための実証実験の実施（共創プロジェクト）
　令和7年度下半期から実施するリ・デザインに向けて、コミュニティバス新規ルートの実証運行と鉄
道・バス共通デジタル乗車券の導入実験を実施するにあたり、関係各所および共創パートナーと協議を
進めた。

・公共交通不便地域への支援
　石見川地区の検討会で実施している地域バスと乗合タクシ-の運用について、定期的に地域と協議を
図り、地域に合ったスキームを検討し、地域バスのダイヤと運賃の改定に取り組んだ。

（２）背景
・本市と包括連携協定を締結している南海電気鉄道（株）との連携の過程で、企業版ふるさと納税（人
材派遣型）を受入れることとなった。
・鉄道やバスなど公共交通事業に精通しており、沿線自治体の活性化といった観点からの政策検討が期
待されるほか、交通事業者の目線からの意見なども参考にできることから、協議の結果公共交通推進事
業での人材受け入れとなった。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　6,189,510円（１社）

■市評価結果
評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

○共創プロジェクトについては、これまで鉄道とバスの共通乗車券については、なかなか協議が進まな
かったところだが、派遣人材が交通事業者との交渉をスムーズに進め、実現に向けた取り組みができ
た。
○公共交通不便地域への支援については、運用にあたり、派遣人材の持つ知見を活かし、ダイヤの見直
しや運賃改定について、地域と連携して取り組むことができた。

※１：「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、「③効果があった」、「④効果がなかった」

■委員会評価
評価区分（※２） 意見・コメント

①妥当

評価内訳

①妥当　　　5
②概ね妥当　0
③要検討　　0

※２：総合戦略における位置付け・関連するKPI達成に、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」

民間の知見導入を概ね評価する一方で、公共交通の地域性や減便リスク、住民満足度向上の方策につい
ては、行政の視点が大事であるという意見、また人材派遣型事業に見合った評価指標の整備が課題とし
て挙げられた。

令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業評価・外部評価結果



■事業の概要

事業② サッカーチームと連携したまちの魅力向上事業

令和６年度
実施事業内容

（１）令和６年度実施事項
　令和５年度実施のUR南花台団地集約事業跡地活用に伴う基本・実施設計による工事発注を実施した
が、５月に入札不調（不落）となった。原因は主に近年の物価高騰によるもので、至急事業費縮減の設
計見直しを行い、再発注の末１１月に落札となった。
　設計見直しの際には、市の附属機関として学識経験者や地域住民代表等で構成される「河内長野市UR
南花台団地集約跡地活用整備事業推進委員会」に変更内容を諮り、当初設計していた新たなサッカース
タジアム併設都市公園のコンセプトを崩さない変更を行った。
　設計見直しの期間を要することで新しい公園オープン時期が遅れることを少しでも吸収するため、見
直しに係らない土砂搬出工事のみを先行で発注し、８月には着手させた。
　サッカーチームとの連携では、河内長野市民デー、選手との交流会等を実施した。

※令和６年度は前述のとおり執行予定事業が遅れたため、執行事業費すべてについて国庫補助金の充当
を行った。
寄附金は改めて令和７年度より（仮称）南花台中央公園整備事業への充当を行う。（以下、令和６年度
執行事業費）
・発注支援等業務委託費4,510千円
・土砂搬出工事請負費（前払金）49,400千円

（２）企業版ふるさと納税受領額
　163,200千円（10社）

■市評価結果
評価区分（※1） 評価内容

③効果があった

定通り遂行でき、寄附金により公園整備が進んでいる地域住民の実感に直結している。

ハード整備が実現しつつある。

ワークショップ、説明会での意見交換により注目度も上昇している。

※１：「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、「③効果があった」、「④効果がなかった」

■委員会評価
評価区分（※２） 意見・コメント

①妥当

評価内訳

①妥当　　　5
②概ね妥当　0
③要検討　　0

※２：総合戦略における位置付け・関連するKPI達成に、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」

令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業評価・外部評価結果

現行のKPIがスタジアム等「ハード」な成果に偏っており、ワークショップやサッカーチームとの交流
といった「ソフト」な取組が数値目標に反映されていないため不利になっているとの指摘が出た。スタ
ジアム完成に依存する指標だと達成が困難になるため、寄附や評価につながるソフト面の努力も指標化
すべきという提案があった。また、最終アウトプットに直結するKPIだけでなく、進捗率や進捗を阻む
要因などの中間指標や補助指標、実施状況のストーリー（説明）を参考資料等に付けて評価に反映すべ
きという意見が強調された。材料費高騰や入札の難航など外部要因を踏まえ、進捗が遅れている中での
事業実施には一定の評価がなされた。



■事業の概要

事業③ 林道整備事業

令和６年度
実施事業内容

（１）令和６年度実施事項
　市管理の基幹林道であり、地区林業の基幹であるとともに、緊急輸送路しての役割も担っている林道
千石谷線の整備を実施した。

（２）背景

向が聞かれた。

「林道の基盤」が規定されていることから、寄附金を充当する要素事業の内容として林道整備事業を選
定し、事業費の一部に充当した。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　１０万円（１社）

■市評価結果
評価区分（※1） 評価内容

②相当程度効果が
あった

○千石谷舗装について、寄附金の活用により量的充実が図れた。
○寄附事業者は、林業振興に意識の高い事業者であり、管理作業道の減災対策も行うなど持続可能な林
業に向けた取組みを積極的に行っている。
・令和５年度も、同社より同様の趣旨・金額で寄附を受け入れている。
・附属機関「かわちながの森林プラン推進協議会」に同社代表が委員に就任（令和４年度より）
・同社については、経営管理実施権配分計画に係る選定事業者にも選ばれており、経営管理された森林
を増やす上で林業体としての役割を担っている。

※１：「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、「③効果があった」、「④効果がなかった」

■委員会評価
評価区分（※２） 意見・コメント

①妥当

評価内訳

①妥当　　　5
②概ね妥当　0
③要検討　　0

※２：総合戦略における位置付け・関連するKPI達成に、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」

令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業評価・外部評価結果

河内長野市は山地が多く林業が重要である点で一致したが、「林業従事者数」を指標とすることの適切
性に疑問があるとの意見があった。最終アウトカムの設定が現場と乖離している可能性が指摘され、充
当率や寄附者数などより具体的で説明しやすい指標を用いること、行政内部で寄附を活用して事業を推
進する意識醸成や仕組みづくりなどの提案があった。



■事業の概要

事業④ 誰もが活躍できる環境整備により、まちの活力向上を図る産業振興事業

令和６年度
実施事業内容

（１）令和６年度実施事項
 ・派遣人材には、主に本市産業用地開発に係る業務を担っていただいている。
　委託事業者や関係機関等との技術的な調整により、円滑な事業の実施に努めた。

（２）背景
　・本市と包括連携協定を締結している南海電気鉄道（株）との連携の過程で、企業版ふるさと納税
（人材派遣型）を受け入れることとなった。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　5,447,600円（１社）

■市評価結果
評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

人材の派遣に加えて、当該人材の人件費も寄附いただくことができ、市の負担なく事業の推進を強化す
ることができた。

※１：「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、「③効果があった」、「④効果がなかった」

■委員会評価
評価区分（※２） 意見・コメント

①妥当

評価内訳

①妥当　　　5
②概ね妥当　0
③要検討　　0

※２：総合戦略における位置付け・関連するKPI達成に、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」

令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業評価・外部評価結果

派遣型で専門的知見を活用できた点は評価されたが、KPIでは事業内容や成果の中身が読み取れないと
の指摘があった。事業内容については、地域住民の理解を得ながら進める必要がある点も強調され、知
見の蓄積や人材派遣制度の効果を示す補助指標を設定し、最終アウトカムだけでなく中間評価ができる
ようにすることが求められた。



■事業の概要

事業⑤ ふるさと納税を通じた市の活性化推進事業

令和６年度
実施事業内容

（１）令和６年度実施事項
・派遣人材には、令和５年度から引き続き各ポータルサイトの管理と返礼品を出品する事業者との折衝
など、ふるさと納税事業の業務全般を担っていただいた。
　各ポータルサイト内で掲出される返礼品の画像の充実や、各事業者との関係深化に努めた。
　さらに、令和６年度はふるさと納税や地域活性化に関連する各種イベント業務も担っていただいた。

（２）背景
・本市と包括連携協定を締結している第一生命保険（株）との連携の過程で、企業版ふるさと納税（人
材派遣型）を受入れることとなった。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　6,600,000円（１社）

■市評価結果
評価区分（※1） 評価内容

①非常に効果的で
あった

人材の派遣に加えて、当該人材の人件費も寄附いただくことができ、市の負担なく、事業の推進を強化
することができた。

※１：「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、「③効果があった」、「④効果がなかった」

■委員会評価
評価区分（※２） 意見・コメント

①妥当

評価内訳

①妥当　　　5
②概ね妥当　0
③要検討　　0

※２：総合戦略における位置付け・関連するKPI達成に、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」

令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業評価・外部評価結果

質疑・意見等なし。



№ 選出区分 　氏　　　　名　　 所　　　属　　　等

1 委員（学識経験者） 中川　幾郎
ナカガワ　イクオ

帝塚山大学名誉教授

2 〃 岡島　克樹
オカジマ　カツキ

大阪大谷大学人間社会学部教授

3 〃 橋寺　知子
ハシテラ　トモコ

関西大学環境都市工学部准教授

4 〃 嶋田
シマダ

　裕光
ヒロミツ

大阪経済法科大学経済学部教授

5 委員（各種団体） 池田　三重子
イケダ　ミエコ

河内長野市商工会女性部　より推薦

6 委員（市民） 上
ウエ

高家
タカヤ

　耕一
コウイチ

南花台自治会　より推薦

※委嘱状発令予定日：2025年10月14日

河内長野市行財政評価委員会　委員名簿

任期　令和７年８月～令和９年３月



令和７年度 第１回河内長野市行財政評価委員会 

 

日時：令和７年 10 月 14 日（火） 

14 時 00 分～16 時 00 分 

場所：市役所８階 802 会議室 

 

議事次第 

 

１．開 会 

 

２．案 件 

（１）行財政評価委員会委員長の選出について 

（２）令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 

事業の評価について 

  ・産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業 

  ・デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業 

（３）令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の評価について 

・将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える公共交通推進事業 

・サッカーチームと連携したまちの魅力向上事業 

・林道整備事業 

・誰もが活躍できる環境整備により、まちの活力向上を図る産業振興事業 

・ふるさと納税を通じた市の活性化推進事業 

 

３．閉 会 

 

 

 

 



【配布資料】 

資料１：令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）事業の

評価について 

資料２－１：産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業 総合シート・評

価シート 

資料２－２：デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業 

総合シート・評価シート 

資料３：令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の評価について 

資料４－１：将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える公共交通推進事

業 評価シート 

資料４－２：サッカーチームと連携したまちの魅力向上事業 評価シート 

資料４－３：林道整備事業 評価シート 

資料４－４：誰もが活躍できる環境整備により、まちの活力向上を図る産業振興事業 

評価シート 

資料４－５：ふるさと納税を通じた市の活性化推進事業 評価シート 

参考資料：河内長野市行財政評価委員会運営規程 

参考資料：河内長野市第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 



 

 

令和６年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）事業 

の評価について 

 

１．河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略について                    

少子・高齢化に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への一極集中を是正

し、活力ある社会を維持していくため、「まち・ひと・しごと創生法」が制定されたことを受けて、

本市では、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案し、本市人口の現状と将来の展望を提示する「ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び地域の実情に応じた５か年の施策の方向を提示し、「し

ごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環の確立と、その好循環を支える

「まち」の活性化を図る「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」）を策定して

います。 

総合戦略の取り組みのうち、令和６年度は以下の２事業について、国よりデジタル田園都市国家

構想交付金（地方創生推進タイプ）の交付を受け、事業を実施しています。 

 ・産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業（事業期間：令和６年度～令和８年度） 

 ・デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業 

（事業期間：令和５年度～令和７年度） 

 

２．評価の概要                                          

今回の行財政評価委員会では、総合戦略の主な取り組みとして、令和６年度にデジタル田園都市

国家構想交付金（地方創生推進タイプ）の交付を受けた事業について、市で実施した内部評価に対

し、外部の視点で評価していただきます。 

評価対象事業 
評価資料 

 要素事業 

産官学民連携によるオール河内長野の

地域活性化事業 
○総合シート 

 （要素事業１） 

つながる河内長野推進にかかるＫＦ

Ｆ運営事業 

○評価シート 

〇参考資料 

 （要素事業２） 

つながる河内長野推進事業 

○評価シート 

〇参考資料 

 （要素事業３） 

つながる河内長野推進事業に係るオ

ンライン会議同時配信環境整備事業 

○評価シート 

デジタル技術を活用した多様なコミュ

ニティ創出による地域活性化事業 
○総合シート 

 （要素事業１） 

デジタル技術を活用した多様なコミ

ュニティ創出による地域活性化事業 

○評価シート 

 （要素事業２） 

主体的な地域活動への参加を促すシ

ビックプライドの醸成 

○評価シート 

〇参考資料 

資料１ 



 

 

３．評価の方法                                      

「総合シート」・「評価シート」及び参考資料により、事業の内容を確認いただき、「総合シー

ト」に記載している事業の目標及び数値目標（KPI）を達成するために、評価年度に実施した取組

が効果的であったか、「総合シート」の下記部分に評価の記入をお願いします。 

【委員会評価】①～③を選択してください。 

【評価等に対する意見】事業に関するご意見等を記入してください。 

《「評価シート」・委員会評価 欄》 

 

＜参考：評価シートについて＞ 

■総合シート 

交付金事業ごとに、事業全体の目標や数値目標（KPI）等について記載しています。 

事業名称等 交付金事業の名称、事業全体の目標及び概要を記載しています。 

数値目標及

び実績 

事業全体の数値目標（KPI）と、その実績を記載しています。また、指標の状況

及び今後の事業全体の考え方について記載しています。 

委員会評価 

 

 

本委員会にて評価の記入をいただきたい箇所です。 

評価対象事業が事業の目標・KPIを達成するために効果的であったか、「①妥当

である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要する」より選択してください。 

 

■評価シート 

事業を構成する要素事業ごとに、具体的な事業の内容や行政の内部評価、今後の課題等について

記載しています。 

実施事業 

 

 

評価年度に実施した具体的な取り組みの内容について記載しています。また、

その成果について、できる限り具体的な数値で表せるよう、参考指標を示して

います。 

担当者評価 

 

 

評価年度に実施した要素事業が、交付金事業の目標及びKPIを達成するために効

果があったかとの視点より事業担当部署が評価を行い、その評価内容について

コメントを記載しています。 

改善 今後の課題や取り組みの方向性について記載しています。 

 



事業名称

事業の目標

全体の概要

【数値目標（KPI）及び実績】

事業開始前
令和6年度
（増加分）

令和7年度
（増加分）

令和8年度
（増加分）

累計

目標 99,287 -3,303 -1,350 -1,300 -5,953

実績 -1,928 -1,928

目標 0.0 30.0 120.0 80.0 230.0

実績 89.0 89.0

目標 0.0 1,000.0 1,000.0 500.0 2,500.0

実績 2,050.0 2,050.0

目標 0.0 5.0 7.0 10.0 22.0

実績 5.0 5.0

委員会評価

【委員会評価】
下記から選択して下さい。

取組事業が評価交付金事業の目
標・KPI達成するために

　①妥当である

　②概ね妥当である

　③検討を要する

【評価等に対する意見】

KFF連携による
事業開催数（補
助対象事業を除
く）

つながる河内
長野事業参加
者

令和６年度の指標の状況及び
事業への反映の考え方

「つながる河内長野」周知に向け市制70周年や万博の機運醸成に合わせた連携事業の開
催により、「つながる河内長野事業参加者」は計画を大きく上回る実績が見込まれてる。ま
た、市民・団体等の多数の関係人口が事業に参画したことによって、強固なつながりが創出
され、「KFFオンラインコミュニティ参加団体・参加者数」及び「KFF連携による事業開催数（補
助対象事業を除く）」の達成にも大きく貢献した。
令和７度は、市民や団体・事業者等からの意見聴取の結果、KFFメンバーの一体感を高める
ため、市の魅力を表現した作品等をつくり、まちの魅力や地域資源であるKFF６分野を一体
的にPRすることが必要であるとの意見があり、それらの意見を踏まえた事業実施により、よ
り一層の「KFFオンラインコミュニティ参加団体・参加者数」及び「KFF連携による事業開催数
（補助対象事業を除く）」の増加を図る。

あわせて、令和６年度の事業実績を踏まえ、本市のまちづくりに参画する学識者等から、大
学生等の参画による新たな視点での地域活性化事業について支持があり、大学生等と駅前
の再生について検討したところ、地場産業や地域人材を活用した、河内長野市の玄関口で
ある駅前商店街の賑わい創出や市民にとってレガシーとして継承されるシンボル製作などの
提案が出され、それを受けてさまざまな主体が連携した駅前再生事業を実施することによ
り、「KFFオンラインコミュニティ参加団体・参加者数」「つながる河内長野事業参加者」「KFF
連携による事業開催数（補助対象事業を除く）」の増加を加速させ、「地域の人口・世帯数」の
上方修正につなげるものである。

地域の人口・世
帯数

KFFオンライン
コミュニティ参
加団体・参加者
数

　河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　総合シート

産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業（事業期間：令和6年度～令和8年度）

　河内長野市は、昭和４０年前後からの大規模な住宅団地の開発により、ベットタウンとして発展したまちである。しか
し、全国的な少子高齢化の例に漏れず、また団塊の世代が大量に退職し始めた平成１６年度以降、個人市民税の減
少幅が大きくなってきたことから、ベットタウンとしての市政の在り方が問われており、企業誘致や市内事業者の活性
化、観光等関係人口の増加により、市内で経済活動を発展させていくとともに、市民が住み続けたいと感じられる、豊
かな生活が送れる基盤整備が必要である。
　また、経済的な発展だけでなく、真に豊かな生活を送ることが可能なまちとなるために、産業活動だけでなく、地域活
動や個人のライフスタイルなどとも上手く連携し、市内事業者と市民や、NPO法人等の団体とのつながりなど、事業
者・団体・市民間の有機的なつながりを生み出すことでまちの賑わいを創出するとともに、それらを市外にも効果的に
発信することで、地域外の関係人口や交流人口の増加を図る必要がある。
　このように市政転換が必要である中、本市では公共施設や農地の区画整理による産業用地化に伴う企業誘致や、
道路整備による交通網の強化など、大きな整備事業の計画が進んでいる。さらに、令和６年度は市制７０周年という節
目を迎え、また、令和７年度、２０２５年には「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとした大阪・関西万国博覧会が
開催され、未来社会の「共創」や、先端技術の活用などをコンセプトとした取り組みが市内外で活発に取り組まれるこ
ととなっている。
　これを絶好の機会と捉え、市内事業者やNPO法人等の団体、市民とともに行政が一緒になって様々な地域資源を発
信する事業を推進することで、それら関係者の「つながり」により、相互に影響しあって相乗効果を生み出し、団体や個
人が市に愛着や誇り、「住み続けたい」と感じる、豊かな暮らしができるまちをめざす。また、それら関係者の「つなが
り」によるオール河内長野でのまちの魅力発信により、多くの関係人口が流入し、その結果、定住人口が増加し、若い
世代が流入することで、人口バランスが健全化し、多様な住民が住み続けている豊かなまちを目指す。

　市民・市内事業者・関係団体・行政、各分野の関係者が参画する「Kawachinagano FUTURE FACTORY（KFF）」を組
成し、市の重要な資源である「食」「歴史・文化」「地域活動」「健康」「企業活動」「森林」の地域資源をテーマとし連携事
業を創出。オール河内長野として創出した事業について、効果的かつ統一的に発信市内にレガシーとして継承される
作品を遺すことで、一体感を醸成し、継続的につながりを深めながら、地域の活性化を図り、市の新しいまちづくりを推
進する。

項目

資料２－１ 



事業名称

要素事業①

(合計）

事業費（千円）

10,518

　河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　評価シート

つながる河内長野推進にかかるKFF運営事業
担当課

営業部シティプロモーション
課

産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業

　市民と行政の接点を強化する基盤としての
市民参加型合意形成プラットフォームの運
営を通して、市民とのつながりを重視した
ワークショップやイベント等の取組みの推進
を図り、万博無料招待等への環境整備を実
施した。
　また「市民・行政・事業者・団体」によるコ
ミュニティ組成に向けた、連携会議を開催
し、円滑なコミュニケーションを図り、ワーク
ショップやイベント実施に寄与した。

実施内容 成果

〇つながる河内長野
EXPOプロジェクトメンバー
登録者８９名

〇つながる河内長野事業
推進向けた連携会議
計１１回開催 10,518令和６年度実施

事業

改善

【今後の課題・取組みなど】

・万博市催事における集客に向け、河内長野市らしい万博市催事の企画開発に取り組み、
ＳＮＳやＨＰ等を積極的に活用したプロモーション事業を展開し、1人でも多くの方に本市を
知ってもらい、つながる河内長野EXPOプロジェクトへの参加メンバーの収集に取り組む。
・万博終了後に、本事業で構築された「市民・行政・事業者・団体」により組成されたコミュニ
ティにおいて、市内で万博催事の再現や、振り返りを行える催事を実施し、市民のさらなる
シビックプライド醸成や、市外の方へ市の魅力発信に努める。
・つながる河内長野EXPOプロジェクトメンバーのさらなる活用について、庁内全体で検討を
進める。

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった

　市民と行政の接点を強化する基盤としての市民参加型合意
形成プラットフォームにおいては、ワークショップ時に、システム
を利用して、参加者が誰でも自由に、リアルタイムで意見交換
できる場を設定し、活発な意見交換に寄与した。特に令和７年
１月に開催した万博催事キックオフイベントにおいては、首長、
市職員、事業者、市民ボランティア等が本仕組みを利用して
ワークショップを開催した。
　また「市民・行政・事業者・団体」によるコミュニティの組成に向
け、活発なコミュニケーションを図るため、連携会議を計11回実
施し、市内催事実施に向けた連携強化を図る場の構築に寄与
できた。

評価：交付金事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があっ
た」、「④効果がなかった」



事業名称

要素事業②

(合計） 10,900

評価：交付金事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があっ
た」、「④効果がなかった」

改善

【今後の課題・取組みなど】

・河内長野市の万博市催事に向けて、本事業によって組成された「市民・行政・事業者・団
体」によるコミュニティで連携を図りながら、企画内容等の検討を進め、市民のさらなるシ
ビックプライド醸成や、市外の方へ市の魅力発信できる催事となるよう努める。
・万博終了後に、そのレガシーを市に残し、新たなまちづくりやシビックプライドのさらなる醸
成を行うための仕組み検討する。
・新しいまちづくりを見据えて、大学と連携し、市内の高校生を対象とした授業展開による
教育・人材育成にも取り組む。

　河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　評価シート

産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業

つながる河内長野推進事業
担当課

営業部シティプロモーション
課

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった

　令和６年５月に実施した市制施行７０周年イベントについて
は、大きな事故もなく、約20,000人の方が来場され、だんじり関
係者の参加者は約500人、市内小学生と保護者の参加者は
300人となり、市民のシビックプライドの醸成や、市外の方への
魅力発信が達成できた。
　また、つながる河内長野事業においては、連携会議を通じ
て、各事業者ごとに様々な取り組みがなされ、特に令和６年１２
月に実施した催事においては、本事業に賛同された市内事業
者による連携事業（本事業の委託業務外）が５つも展開され
た。
　さらに、令和７年２月に実施した、プレ万博イベントにおいて
は、約1,000人も来場されるイベントとなり、市民のさらなるシ
ビックプライドの醸成を図ることができた。

令和６年度実施
事業

実施内容 成果 事業費（千円）

　「つながる河内長野」をメインテーマに、市
民や地域がつながり、誇りや愛着を共感で
きる事業を目指して、市制施行７０周年イベ
ントを実施した。
　さらに周年事業をひとつのイベントとして終
わらせるのではなく、訪れたくなるまちづくり
を目指して、２０２５年大阪・関西万博開催に
向けた機運醸成イベントを実施した。

●市制施行７０周年イベント
「つながるフェスin河内長野」
R6.5.19 来場者約20,000名、だん
じり関係者約500名、小学生参加
者約300名
●つながる河内長野事業
・大学生WS：参加者38名
・市×事業者公演会：参加者30
名
・万博キックオフパーティー参加
者　　　　　　　 80名
・プレ万博イベント来場者約
1,000名

10,900



事業名称

要素事業③

(合計）

　河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　評価シート

産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業

つながる河内長野推進事業に係るオンライン会議同時配
信環境整備事業

担当課
営業部シティプロモーション

課

改善

【今後の課題・取組みなど】

・河内長野市の万博市催事については、市外で実施されることもあり、当日会場へ来れな
い方も想定し、同システムを活用したオンライン配信により、市催事に参画できる方を増や
すよう努める。

令和６年度実施
事業

実施内容 成果 事業費（千円）

　「つながる河内長野」推進において、現場
に来れない方も空間的制限を受けることな
く、自由に参画できるオンライン環境を整備
するために必要となる、ビデオカメラ、スイッ
チャー等の機器を導入した。

●ハイブリット会議システム購入
・パソコン　　　１式
・スイッチャー　１台
・ビデオカメラ　２台
・マイク　　　　　２台

●オンライン配信
・万博キックオフパーティー
R7.1オンライン配信実施

643

643

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった

　万博催事に向けた、キックオフイベントにおいて、同システム
を利用した、オンライン配信を実施し、当日会場へ来られない
方に向け、空間的制限を受けずに参画できる環境を提供でき
た。

評価：交付金事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があっ
た」、「④効果がなかった」



産官学民連携によるオール河内長野の地域活性化事業 補足資料 

 

●市制施行７０周年イベント 令和６年５月１９日実施  来場者 約 20,000人 

 

 

〇市役所来客駐車場に集結した市内だんじり関係者の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇市役所へだんじりが入場する様子            〇獅子舞演技の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〇屋外ステージ、ブースの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇屋内展示、ブースの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 



●つながる河内長野事業推進向けた連携会議  計１１回実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議資料 例 

 

 

 

 

 

  



 

〇メンバー募集チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇プレ万博チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●大学生WS 

 

 

 

 

 

 



●プレ万博イベント ２月１６日実施 来場者 約１０００名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ラブリーホール（ホール／ギャラリー／ホワイエ）～ 

〇中村池公園 

●昭和・平成 野外 LIVE 

   地元アーティストやダンス・ボーカルスクールによる時代をテーマにしたパフォーマンススケジ

ュール（例：市川拓己、EBIKOJI、CREA MUSIC ほか）  

●昭和・平成 マルシェ 

 飲食・物販ブースが並び、「昭和」をテーマにしたメニューや店舗が出店 

●トークセッション（Challenge EXPO） 

 河内長野市長 西野修平氏、音楽家 サキタハヂメ氏、新成人代表、PhenoMellow 市川拓己氏らが出

演し、若者の挑戦をテーマにトークを展開  

●万博トークディスカッション 

 ブルキナファソ大使 ビバタ・ネビエ・ウエドラオゴ氏、日本国際博覧会協会副会長 ウスビ・サコ氏と共

に、河内長野と万博とのつながりを語るセッション  

●「奥河内音絵巻2025 ～光の滝と大きな樹～」 

 体験没入型アートステージ。河内長野の自然とアフリカ・ブルキナファソをテーマに構成し、2025大阪・

関西万博での本公演に向けた前奏曲ともなる演目  

●展示・ワークショップ 

 ・「みんなの昭和平成」年表や市民写真による歴史展示 

 ・市の各行政部門による過去から現在の取り組み体験展示 

 ・地元企業のPRや VR体験、未来ベンチの展示など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇長野商店街（西商栄通り・駅前エリア） 

●「つな引きでつながろう！」 

  スペランツァ大阪や関大相撲部と参加する綱引き対決 

●「ミャクミャクを探せ！」 

  ぬいぐるみを商店街内に隠し、スマホ撮影して受付で提示すると金券進呈 

●「かわちながの今昔クイズラリー」 

  商店街や会場に設置されたクイズに答えて、正解数に応じて金券をプレゼント 

●あ！もっと！河内長野駅前商店街！」 

   大学生とともに企画した6つの「あ」で商店街の未来像を表現（二人でアイディエーシ

ョンを経ての成果披露）  



事業名称

事業の目標

全体の概要

【数値目標（KPI）及び実績】

事業開始前
令和5年度
（増加分）

令和6年度
（増加分）

令和7年度
（増加分）

累計

目標 0 300 500 700 1,500

実績 461 339 800

目標 4.2 0.3 0.5 1.0 1.8

実績 2.2 0.5 2.7

目標 3.8 0.7 2.0 2.5 5.2

実績 3.6 2.0 5.6

目標 33.4 1.6 2.0 3.0 6.6

実績 4.2 2.0 6.2

　河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　総合シート

デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業（事業期間：令和5年度～令和7年度）

　河内長野市では、人口減少・少子高齢化が急激に進む開発団地の解決に向けて、「地域住民が住み慣れた場所で
多世代と交流しながら、生きがいを持ち、元気に暮らし続けることができるまちづくり」をコンセプトに南花台スマートエ
イジング・シティ団地再生モデル事業を推進してきた。
　この事業において、南花台地域では、まちのスーパーマーケット内に地域活動拠点を整備することで、いつでも、だ
れでも気軽に訪れられる場所を作り、そこで市民と行政が気軽に意見交換をすることにより、血の通った交流が生ま
れ、真の地域課題を共有し、協働によりそれを解決するという取り組みを進めてきた。
　その結果として、まちの困りごとを地域住民主体で解決する生活支援の取り組みやボランティアによる子育て支援な
ど、多様な地域活動が創出され、それらの連携により地域活動拠点の継続的な運営が実施できている。
　今後は、この様な地域単位での活動を大きく横展開し、地域の特性にあわせた協働のまちづくりを推進していくこと
で、河内長野市全体のまちづくりの活性化を目指していく時期になっている。
　他方、全国的な潮流に視点を移すと、コロナ禍によるオンライン会議等テレワークの拡がりやメタバースを通じたイベ
ントなど、オンライン上でのコミュニケーションが急速な広がりを見せ、時間的・空間的制約から解放された様々なコ
ミュニティが生まれる素地がある。
　この様な状況を踏まえ、オンラインコミュニティの活用により、地域コミュニティが活性化され、多くの市民が地域のま
ちづくり活動に主体的に参画するとともに、担い手である市民等と行政とが、まちづくりの方向性を共有し、相互理解
に基づく、多様な主体による「協働によるまち」を目指すとともに、市民の本市に対する誇りや愛着、市内外からの認知
度や好感度が高まることにより、住む・働く・学ぶ・遊ぶ・買うなどの様々な場面において本市が「選ばれるまち」をめざ
す。

　若い世代を含む現役世代の地域コミュニティへの参画率を上げるため、仕事との両立や、現在の地域コミュニティの
大部分を占める高齢者との生活環境の差に左右されない、オンライン上でのコミュニティ創出やコミュニケーションシス
テムの運用を実施。あわせて、既存のコミュニティの担い手の主力である高齢者にも、同様にデジタル技術を活用した
コミュニティに参画してもらうため、デジタルデバイド解消をめざすとともに、本市の魅力を市民及び関係人口とともに
感じ、その魅力を明確化し、市のイメージ転換を図りながらシビックプライドを醸成し、「市民が誇れるまち」へと誘導す
ることで、主体的なコミュニティへの参画意識の向上を図る。

項目

「河内長野市に
愛着と誇りを感じ
ている」市民の割
合

市民同士の連
携や市民と行
政の協働に関
する市民満足
度

令和６年度の指標の状況及び
事業への反映の考え方

「オンラインコミュニケーションプラットフォームの登録者数」については令和６年度単年の目
標は未達成であるものの令和５年度及び令和６年度の累積では達成している。「30代以下の
まちづくり活動への参加状況（月１回以上）の割合」、「市民同士の連携や市民と行政の協働
に関する市民満足度」、「「河内長野市に愛着と誇りを感じている」市民の割合」については
全て令和６年度の目標数値を達成しており、令和５年度及び令和６年度の累積で見ても目標
を大幅に達成している水準である。
令和６年度において、ブランディング事業で抽出した河内長野市「らしさ」などの発信を目的
に実施した「まちの参観日」というオンラインイベントは、令和５年度から令和６年度で参加者
が70→1500名に増加した。あわせて、市政アンケートからは、「河内長野市に愛着と誇りを感
じている」市民の割合が去年度から4ポイントもアップしている。このように河内長野市ブラン
ディング推進事業は費用対効果が高いため、令和７年度においては予算を増額し、地域住
民を巻き込んだ事業を実施することで、「「河内長野市に愛着と誇りを感じている」市民の割
合」の上昇を図り、シビックプライドを醸成する。また、波及的に地域活動等への参加意欲も
高めることで「オンラインコミュニケーションプラットフォームの登録者数」、「30代以下のまち
づくり活動への参加状況（月１回以上）の割合」の増加にも寄与すると考える。
なお、令和６年度の事業実績や地域住民への意向確認を踏まえ、令和７年度において「オン
ラインコミュニケーションプラットフォームを活用したコミュニティ推進業務」や「オンラインコミュ
ニティと既存コミュニティの連携支援コーディネート業務」については減額する。

オンラインコ
ミュニケーショ
ンプラットフォー
ムの登録者数

30代以下のま
ちづくり活動へ
の参加状況（月
１回以上）の割
合

委員会評価

【委員会評価】
下記から選択して下さい。

取組事業が評価交付金事業の目
標・KPI達成するために

　①妥当である

　②概ね妥当である

　③検討を要する

【評価等に対する意見】

資料２－２ 



事業名称

要素事業①

(合計）

　河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　評価シート

デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業

デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地
域活性化事業

担当課
成長戦略部まちづくり推進課

令和６年度実施
事業

実施内容 成果 事業費（千円）

・子ども計画への展開とオンラインプラット
フォーム活用支援（AIを活用した分析支援、
投稿内容分析）
・デジタルデバイド解消を目的としたスマホ
講座
・総合研究会など各プロジェクト会議の運営
・「咲っく南花台プロジェクト横展開」としてイ
ズミヤSC河内長野における地域活動拠点
化推進

[参考指標]
●オンラインコミュニケー
ションプラットフォームの登
録者数：722人
●スマホ講座：34回、501
名
●コノミヤテラス関係人
口：136名
●クルクル観ル知ル創ル：
7回、70名

13,120

13,120

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった

・「子ども計画」への展開に向けて、特に小学生から20歳代の
市民、市内在学、在勤の方を巻き込む形での意見募集とその
整理を行い、計画策定における市民の声を反映させるため、ブ
ログ機能などを用いて意見投稿がしやすい環境づくりにつな
がった。
・デジタルデバイド解消を目的に、スマホ講座を開催。地域活動
におけるデジタル化の推進を図った。
・咲っく南花台プロジェクトの拠点であるコノミヤテラスにおい
て、子育て、健康づくり、生活応援など多様な事業を実施し、地
域活動の活性化が進んだ。
・交通不便地での同様の電動カートを用いた実証実験を開始
し、「イズミヤゆいテラス」における、事業の横展開として、地域
内移動支援の実現に向けた地域活性化のワークショップを実
施し、地域住民主体の移動支援団体組成に向けた意識醸成を
図った。

評価：交付金事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があっ
た」、「④効果がなかった」

改善

【今後の課題・取組みなど】

・オンラインコミュニケーションプラットフォームを多世代の方の声を集められるよう、学生グ
ループのプロジェクトを立ち上げ、より効果的な活用方法について検討を進める。
・デジタルデバイド解消に向けたスマホ講座を経て、地域活動におけるオンライン化の推進
を図る。
・連続ワークショップにオンラインを併用するこで地域活動の関係人口を増やし、地域の課
題解決と、生活の質の向上、コミュニティの活性化を図る。
・南花台で創出されたまちづくり活動のモデルを市内他地域へ横展開し、「イズミヤゆいテ
ラス」において、より積極的に地域との連携を図り、生活の質の向上や、コミュニティの活性
化など相乗効果を生み出していく。



事業名称

要素事業②

(合計）

　河内長野市まち・ひと・しごと創生総合戦略
　デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　評価シート

デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業

主体的な地域活動への参加を促すシビックプライドの醸
成

担当課
営業部シティプロモーション

課

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった

　河内長野市ブランディング事業においては、「ブランドメッセージ」を決定する
にあたり、全職員を対象とした研修と投票を行い、８９％以上の職員が参加し
て、決定することができ、職員それぞれがインナーブランディングの必要性等
を考えることができた。また決定したブランドメッセージ「かわらずなが～くふだ
んのしあわせ」は、職員の半数以上が投票したもので、河内長野市の職員に
とって、共感を持てるメッセージとなったことが分かる。またブランドメッセージ
等を分かりやすく伝えるためのブランドブックを完成させ、インナーブランディ
ングのさらなる推進に取り組める体制の構築にも取り組んだ。
　まちの参観日in河内長野事業においては、協定を結ぶ南海電気鉄道株式会
社と、まちの参観日という企画で、移住・定住に興味がある方々へ河内長野
市の魅力を発信する催事を実施した。本催事のプロモーションには、南海電
気鉄道株式会社のＳＮＳを活用し、オンラインイベントには、１５００人以上と非
常に多く方に参加頂き、リアルイベントでは、８組１８人の参加があり、最終的
に４組の転入があり、大きな成果を得ることができた事業となった。

令和６年度実施
事業

実施内容 成果 事業費（千円）

●河内長野市ブランディング事業
職員一人ひとりが自分の携わる業務について、共通し
た目的をもって、取り組むための指針となる「ブランド
メッセージ」を決定すべく、全職員を対象とした講習と
投票を実施した。また決定した「ブランドメッセージ」を
職員一人ひとりに丁寧に分かりやすく伝えるための「ブ
ランドブック」を作成した。

●まちの参観日in河内長野事業
南海電気鉄道株式会社と、令和４年８月１日に締結し
た「河内長野市と南海電気鉄道株式会社との連携協
力に関する基本協定書」の協力事項に基づき、河内長
野市への若年層や子育て世代を中心とした世代の転
入・定住に寄与する事業を実施した。

●ブランディング
・１０年以下職員向け研修　　１
回
・ブランドメッセージ投票　　　８回
・ブランドメッセージ　「かわらず
なが～くふだんのしあわせ」
・ブランドブック　「河長さんのス
スメ」、「河長さんのカンペ」
●まちの参加日
・オンラインイベント
　R6.9.7　　申込者数:  901人
　R7.1.25　申込者数:1,368人
・リアルイベント
　R7.2.9　  参加者数:8組18人
　　　　　　　　 転入決定:4組

7,793

7,793

評価：交付金事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があっ
た」、「④効果がなかった」

改善

【今後の課題・取組みなど】

・ブランディング事業は、作成したブランドブックを活用して、全職員へのインナーブランディ
ング推進に取り組み、アウターブランディングに向けた発信に向けた、事業展開等を検討
する。
・まちの参観日事業については、引き続き、南海電気鉄道株式会社と事業を展開し、オン
ラインイベント、リアルイベントの充実を図る。特にリアルイベントについては、テーマを絞っ
た内容等にして、移住・定住に直結するような効果的な内容に取り組むことを検討する。



デジタル技術を活用した多様なコミュニティ創出による地域活性化事業 

要素事業② 主体的な地域活動への参加を促すシビックプライドの醸成 補足資料 

●河内長野市ブランディング事業 

〇ブランドメッセージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メッセージに込めた思いについて】 

「カワらずナガく」は「河内長野」しか使えない言葉であることに独自性がある。 

「カワらず ナガく」には 1000年の想いが込められている。 

普段の何気ないくらしのしあわせは、1000 年にわたりかわらず守り継がれていたものである。京都のよ

うな華やかな 1000年ではなく、日々のふだんの暮らしでつづられた 1000年。そのふだんのしあわせを、

次世代にも末永くつないでいく。  

「ふだんのしあわせ」  

河内長野市の「らしさ」である「自然」「穏やかな気風」「治安の良さ」「人の好さ」「歴史的な街並み」、それら

すべてが安心感、ふだんのしあわせな暮らしにつながり、それを守ることが市の使命である。 

今あるものや、悠久の歴史を大事にしながらも、その時々の「ふだんのしあわせ」に求められるものを取り

入れ、未来にわたって市民の幸せを提供できる町を目指す。 

  

〇ブランドブック 

・「河長さんのススメ」 

【表紙、裏表紙】            【河内長野のブランドディング】    【河内長野のブランドメッセージ】 

 

 

 

 

 

 

 

【このブックに込めた思い】 

市役所では、異動により様々な仕事に取り組む事になります。 

ブランドブックは、職員が河内長野市役所で働く上で、目標を持ち毎日の仕事に取り組むための指針にな

るような本になって欲しいという思いを持って作りました。 



・「河長さんのカンペ」 

【表紙、裏表紙】                    【職員が知ってる市内スポット】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【このブックに込めた思い】 

河内長野市役所で働く上で、知っていた方が良い情報（河内長野のおすすめスポットや、びっくりした出来

事）等をまとめて、市役所で働くことの楽しさを感じてもらえるようなブックにしました。 

 

 

●まちの参観日 in河内長野事業  

〇オンラインイベント 令和６年９月７日実施 申込者数:  901 人 

  くろまろの郷を中心に市内施設の魅力を紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇オンラインイベント 令和７年１月２５日実施 申込者数： 1,368人 

  あいっく、天見小学校等の子育て世帯が興味ある施設の魅力を紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇リアルイベント 令和７年２月９日実施   参加者数:8組 18人 うち転入決定:4組 

  市立千代田台こども園の見学会等を実施し、市の魅力を紹介 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和６年度まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の評価について 

 

１．制度概要（詳細：別紙参照）                    

少子・高齢化に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への一極集中を是正

し、活力ある社会を維持していくため、「まち・ひと・しごと創生法」が制定されたことを受けて、

本市では、国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案し、本市人口の現状と将来の展望を提示する「ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び地域の実情に応じた５か年の施策の方向を提示し、「し

ごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環の確立と、その好循環を支える

「まち」の活性化を図る「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」）を策定して

います。 

この総合戦略に基づき、地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について法人関

係税を税額控除できる制度が『地方創生応援税制（以下、「企業版ふるさと納税」）』であり、こ

の制度を活用して取り組む事業が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」となります。 

令和６年度事業は以下の５事業です。 

・将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える公共交通推進事業 

・サッカーチームと連携したまちの魅力向上事業 

・林道整備事業 

・誰もが活躍できる環境整備により、まちの活力向上を図る産業振興事業 

・ふるさと納税を通じた市の活性化推進事業 

 

２．評価の概要                                          

今回の行財政評価委員会では、令和６年度に実施したまち・ひと・しごと創生寄附活用事業につ

いて、市で実施した内部評価に対し、外部の視点で評価いただきます。 

 

事業 評価資料（送付資料） 

（事業１） 

将来も安心して生活でき、住み続けられる

まちを支える公共交通推進事業 

○評価シート 

（事業２） 

サッカーチームと連携したまちの魅力向

上事業 

○評価シート 

（事業３） 

林道整備事業 
○評価シート 

（事業４） 

誰もが活躍できる環境整備により、まちの

活力向上を図る産業振興事業 

○評価シート 

（事業５） 

ふるさと納税を通じた市の活性化推進事

業 

○評価シート 

資料３ 



 

 

３．評価の方法                                      

「評価シート」により、事業の内容を確認いただき、「評価シート」に記載している総合戦略に

おける位置付け及び関連する数値目標（KPI）を達成するために、評価年度に実施した事業が効果

的であったか、「評価シート」の下記部分に評価の記入をお願いします。 

【委員会評価】①～③を選択してください。 

【評価等に対する意見】事業に関するご意見等を記入してください。 

《「評価シート」・委員会評価 欄》 

 

＜参考：評価シートについて＞ 

■評価シート 

事業ごとに、総合戦略における位置付けや関連する数値目標（KPI）等について記載しています。 

総合戦略に

おける位置

付け 

総合戦略において、評価対象事業がどの目標・施策に位置付けられるかを記載

しています。 

（総合戦略については参考資料を参照） 

数値目標及

び実績 

総合戦略において設定された数値目標（KPI）のうち、評価対象事業が関連する

ものと、その実績を記載しています。 

実施事業 評価年度に実施した具体的な取り組みの内容について記載しています。また、

その成果について、できる限り具体的な数値で表せるよう、参考指標を示して

います。 

担当者評価 評価年度に実施した取り組みが、事業の目標を達成するために効果があったか

との視点より事業担当部署が評価を行い、その評価内容についてコメントを記

載しています。 

改善 今後の課題や取り組みの方向性について記載しています。 

委員会評価 

 

 

本委員会にて評価の記入をいただきたい箇所です。 

評価対象事業が総合戦略における位置付け及び関連するKPIを達成するために

効果的であったか、「①妥当である」、「②概ね妥当である」、「③検討を要

する」より選択してください。 

 







事業①

総合戦略に
おける
位置付け

【関連する数値目標（KPI)及び実績】

令和６年度

目標 100

実績 69.22

参考指標
公共交通不便地域
への支援（支援地区
数）：5地区

(合計）

100 100

67.14 67.44 ―

　　　　河内長野市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業　評価シート

将来も安心して生活でき、住み続けられるまちを支える
公共交通推進事業

担当課
成長戦略部まちづくり推進課

令和６年度実施
事業

実施内容 事業費（円）

（１）令和６年度実施事項
・公共交通網「リ・デザイン」のための実証実験の実施（共創プロジェク
ト）
　令和7年度下半期から実施するリ・デザインに向けて、コミュニティバ
ス新規ルートの実証運行と鉄道・バス共通デジタル乗車券の導入実
験を実施するにあたり、関係各所および共創パートナーと協議を進め
た。

・公共交通不便地域への支援
　石見川地区の検討会で実施している地域バスと乗合タクシ-の運用
について、定期的に地域と協議を図り、地域に合ったスキームを検討
し、地域バスのダイヤと運賃の改定に取り組んだ。

（２）背景
・本市と包括連携協定を締結している南海電気鉄道（株）との連携の
過程で、企業版ふるさと納税（人材派遣型）を受入れることとなった。
・鉄道やバスなど公共交通事業に精通しており、沿線自治体の活性
化といった観点からの政策検討が期待されるほか、交通事業者の目
線からの意見なども参考にできることから、協議の結果公共交通推進
事業での人材受け入れとなった。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　6,189,510円（１社）

6,189,510

6,189,510

基本目標４：時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
　　施策２：暮らしやすく活力のある地域づくり

項目
事業開始前
（令和３年度）

令和５年度 令和７年度

バス年間利用者数（H27実績を100
とする）

―

資料４－１ 



委員会評価

【委員会評価】
下記から選択して下さい。

【評価等に対する意見】

取組事業が総合戦略にお
ける位置付け・関連する
KPI達成のために

　①妥当である

　②概ね妥当である

　③検討を要する

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった

○共創プロジェクトについては、これまで鉄道とバスの共通乗車券については、
なかなか協議が進まなかったところだが、派遣人材が交通事業者との交渉をス
ムーズに進め、実現に向けた取り組みができた。
○公共交通不便地域への支援については、運用にあたり、派遣人材の持つ知
見を活かし、ダイヤの見直しや運賃改定について、地域と連携して取り組むこと
ができた。

改善

【今後の課題・取組みなど】

市内の公共交通ネットワークの再構築を進めるにあたり、事業者の目線やノウハウを持った人材と
協働で進めることができるのは、有意義である。今後も民間事業者との連携を図っていく必要があ
る。

評価事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があった」、「④効果がな
かった」



事業②

総合戦略に
おける
位置付け

【関連する数値目標（KPI)及び実績】

目標

実績

目標

実績

目標

実績

　　　　河内長野市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業　評価シート

―88.5 91.9

事業費（千円）

53,910

55

―

60

―

9894

54

41.8

59

45.3

96
社会動態の転入者／転出者の率

―

38.2

―

サッカーチームと連携したまちの魅力向上事業
担当課

成長戦略部まちデザイン課

実施内容

項目

市に住み続けたいと感じている市
民の割合

市に愛着と誇りを感じている市民
の割合

53

37.6

58

45.141.2

―

令和６年度
実施事業

53,910

（１）令和６年度実施事項
　令和５年度実施のUR南花台団地集約事業跡地活用に伴う基本・実
施設計による工事発注を実施したが、５月に入札不調（不落）となっ
た。原因は主に近年の物価高騰によるもので、至急事業費縮減の設
計見直しを行い、再発注の末１１月に落札となった。
　設計見直しの際には、市の附属機関として学識経験者や地域住民
代表等で構成される「河内長野市UR南花台団地集約跡地活用整備
事業推進委員会」に変更内容を諮り、当初設計していた新たなサッ
カースタジアム併設都市公園のコンセプトを崩さない変更を行った。
　設計見直しの期間を要することで新しい公園オープン時期が遅れる
ことを少しでも吸収するため、見直しに係らない土砂搬出工事のみを
先行で発注し、８月には着手させた。
　サッカーチームとの連携では、河内長野市民デー、選手との交流会
等を実施した。

※令和６年度は前述のとおり執行予定事業が遅れたため、執行事業
費すべてについて国庫補助金の充当を行った。
寄附金は改めて令和７年度より（仮称）南花台中央公園整備事業へ
の充当を行う。（以下、令和６年度執行事業費）
・発注支援等業務委託費4,510千円
・土砂搬出工事請負費（前払金）49,400千円

（２）企業版ふるさと納税受領額
　163,200千円（10社）

基本目標２：新しいひとの流れをつくる
　　施策１：都市ブランドの推進
基本目標４：時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
　　施策５：地域で支えあえる環境づくり

参考指標

○公園整備に関す
る住民説明会
（6/29、1/19）

○河内長野市民
デー実施（6/23、
9/29）
・参加人数500人程
度

○サッカーチーム
選手との交流会実
施（8/18）
・参加人数約200人

○跡地活用におけ
る工事現場周囲仮
囲いを利用した
アートワークショッ
プを実施。
・カッティングシート
貼り絵作成延べ
150人
・現地貼り参加人
数10人

(合計）

令和７年度

81

令和６年度令和５年度
事業開始前
（令和２年度）

資料４－２ 



委員会評価

【委員会評価】
下記から選択して下さい。

【評価等に対する意見】

取組事業が総合戦略にお
ける位置付け・関連する
KPI達成のために

　①妥当である

　②概ね妥当である

　③検討を要する

改善

【今後の課題・取組みなど】

　令和５年度から寄附金充当を開始しており、現在サッカースタジアム併設都市公園のハード整備
中であり、国庫補助金と共に令和８年まで充当を予定している。工事中の現場見学会、地域既存公
園等を活用したワークショップによる注目度維持を図る。
　寄附金の伸び悩み解消に加え、物価高騰による事業費膨張の抑制を行うことが重要であり、公園
施設オープン後の企業と地域の連携、関係性を構築するため関係課の連携が必要である。

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

③効果があった

チームと連携した行事は予定通り遂行でき、寄附金により公園整備が進ん
でいる地域住民の実感に直結している。

源として充当し、事業のハード整備が実現しつつある。

に向けた地域参加型のワークショップ、説明会での意見交換により注目度も
上昇している。

評価事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があった」、「④効果がな
かった」



事業③

総合戦略に
おける
位置付け

【関連する数値目標（KPI)及び実績】

令和６年度

目標 48

実績 10

参考指標
令和６年度実施事
項

林道千石谷線
コンクリート路面工
L=70m
A=335.1㎡

(合計）

林業従事者数
― 48

29 10

（１）令和６年度実施事項
　市管理の基幹林道であり、地区林業の基幹であるとともに、
緊急輸送路しての役割も担っている林道千石谷線の整備を実
施した。

（２）背景

に林道等に関することへの活用意向が聞かれた。

施策２「農林業の振興」において、「林道の基盤」が規定されて
いることから、寄附金を充当する要素事業の内容として林道整
備事業を選定し、事業費の一部に充当した。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　１０万円（１社）

　　　　河内長野市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業　評価シート

林道整備事業
担当課

地域資源循環部自然資本活用課

令和６年度実施
事業

実施内容 事業費（千円）

4,065

4,065

基本目標１：安定した雇用を創出する
　　施策２：農林業の振興

項目
事業開始前
（令和２年度）

令和５年度 令和７年度

48

―

資料４－３ 



改善

【今後の課題・取組みなど】

寄附企業との関係性が寄附のみにとどまらないよう、同社が行う森林整備に必要な支援を行い、
継続的な林業振興の後押しをしていく。
さらに、ＣＳＲ活動を行っている企業に森林整備が気候変動対策にもつながることを併せて周知し、
さらなる企業版ふるさと納税を含めた資金獲得に繋がる取組みを進める。

評価事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があった」、「④効果がな
かった」

委員会評価

【委員会評価】
下記から選択して下さい。

【評価等に対する意見】

取組事業が総合戦略にお
ける位置付け・関連する
KPI達成のために

　①妥当である

　②概ね妥当である

　③検討を要する

②相当程度効果があった

○千石谷舗装について、寄附金の活用により量的充実が図れた。
○寄附事業者は、林業振興に意識の高い事業者であり、管理作業道の減災対
策も行うなど持続可能な林業に向けた取組みを積極的に行っている。
・令和５年度も、同社より同様の趣旨・金額で寄附を受け入れている。
・附属機関「かわちながの森林プラン推進協議会」に同社代表が委員に就任
（令和４年度より）
・同社については、経営管理実施権配分計画に係る選定事業者にも選ばれて
おり、経営管理された森林を増やす上で林業体としての役割を担っている。

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

担当者評価



事業④

総合戦略に
おける

位置付け

【関連する数値目標（KPI)及び実績】

令和６年度

目標 54

実績 41.8

目標 59

実績 45.3

目標 96

実績 91.9

参考指標
〇委託事業者との
技術的調整
〇関係機関（警察や
道路管理者等）との
技術的調整

(合計）

　　　　河内長野市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業　評価シート

誰もが活躍できる環境整備により、まちの活力向上を図
る産業振興事業

担当課
成長戦略部産業観光課

令和６年度実施
事業

実施内容 事業費（円）

（１）令和６年度実施事項
 ・派遣人材には、主に本市産業用地開発に係る業務を担って
いただいている。
　委託事業者や関係機関等との技術的な調整により、円滑な
事業の実施に努めた。

（２）背景
　・本市と包括連携協定を締結している南海電気鉄道（株）との
連携の過程で、企業版ふるさと納税（人材派遣型）を受け入れ
ることとなった。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　5,447,600円（１社） 5,447,600

5,447,600

基本目標２：新しいひとの流れをつくる
　　施策１：都市ブランドの推進
基本目標４：時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
　　施策５：安全・安心な地域づくり

項目
事業開始前

（令和４年度）
令和５年度 令和７年度

市に愛着と誇りを感じている市民
の割合

― 53 55

33.4 37.6 ―

市に住み続けたいと感じている市
民の割合

― 58 60

40.1 45.1 ―

社会動態の転入者／転出者の率
― 94 98

76.5 88.5 ―

資料４－４ 



改善

【今後の課題・取組みなど】

産業用地化事業は高度な技術的調整が必要である。そのような中、民間の鉄道会社で数々の難し
い調整を担ってきた人材と連携して事業を進めることは、本市にとって大変有益である。今後も民
間事業者の経験を活かした連携を継続していく必要がある。

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった
人材の派遣に加えて、当該人材の人件費も寄附いただくことができ、市の負担
なく事業の推進を強化することができた。

評価事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があった」、「④効果がな
かった」

委員会評価

【委員会評価】
下記から選択して下さい。

【評価等に対する意見】

取組事業が総合戦略にお
ける位置付け・関連する
KPI達成のために

　①妥当である

　②概ね妥当である

　③検討を要する



事業⑤

総合戦略に
おける
位置付け

【関連する数値目標（KPI)及び実績】

令和６年度

目標 54

実績 41.8

目標 59

実績 45.3

目標 96

実績 91.9

参考指標
○ポータルサイトの
管理・更新

○事業者との折衝・
調整

○イベント運営補助

(合計）

　　　　河内長野市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業　評価シート

ふるさと納税を通じた市の活性化推進事業
担当課

営業部ふるさと納税課

令和６年度実施
事業

実施内容 事業費（円）

（１）令和６年度実施事項
・派遣人材には、令和５年度から引き続き各ポータルサイトの
管理と返礼品を出品する事業者との折衝など、ふるさと納税事
業の業務全般を担っていただいた。
　各ポータルサイト内で掲出される返礼品の画像の充実や、各
事業者との関係深化に努めた。
　さらに、令和６年度はふるさと納税や地域活性化に関連する
各種イベント業務も担っていただいた。

（２）背景
・本市と包括連携協定を締結している第一生命保険（株）との
連携の過程で、企業版ふるさと納税（人材派遣型）を受入れる
こととなった。

（３）企業版ふるさと納税受領額
　6,600,000円（１社）

6,600,000

6,600,000

基本目標２：新しいひとの流れをつくる
　　施策１：都市ブランドの推進

項目
事業開始前
（令和２年度）

令和５年度 令和７年度

市に愛着と誇りを感じている市民
の割合

― 53 55

38.2 37.6 ―

市に住み続けたいと感じている市
民の割合

― 58 60

41.2 45.1 ―

社会動態の転入者／転出者の率
― 94 98

81 88.5 ―

資料４－５ 



改善

【今後の課題・取組みなど】

ふるさと納税事業は、自治体業務に欠けがちな「稼ぐ」という視点が必要であり、民間事業者の目
線や意識を持った人材と連携して進められることは、大変有意義であり、今後も、民間事業者との
連携を継続していく必要がある。
また、ふるさと納税業務は、単にポータルサイト上での「ネット通販」にとどまらず、市のプロモーショ
ンや交流人口の増加など多様な要素を持つ業務であることから、より有機的な連携が生み出せる
よう、幅広い業務分野で民間事業者との連携を構築する必要がある。

担当者評価

【令和６年度評価】 【令和６年度の評価内容】

①非常に効果的であった
人材の派遣に加えて、当該人材の人件費も寄附いただくことができ、市の負担
なく、事業の推進を強化することができた。

評価事業の目標・KPI達成に「①非常に効果的であった」、「②相当程度効果があった」、③「効果があった」、「④効果がな
かった」

委員会評価

【委員会評価】
下記から選択して下さい。

【評価等に対する意見】

取組事業が総合戦略にお
ける位置付け・関連する
KPI達成のために

　①妥当である

　②概ね妥当である

　③検討を要する



○河内長野市行財政評価委員会運営規程 

平成２５年４月２６日 

規程第１８号 

改正 平成２６年１月２８日規程第１号 

平成２７年５月２７日規程第１８号 

公開事業評価（河内長野版事業仕分け）実施規程（平成２３年河内長野

市規程第６号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例（平成２４年河内長野

市条例第３５号）第２条の規定により設置する河内長野市行財政評価委

員会（以下「委員会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定め

るものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 行財政運営に関すること。 

(2) 外部行政評価対象事業の選定に関すること。 

(3) 外部行政評価対象事業の評価及び評価区分に関すること。 

(4) 前２号に定めるもののほか、外部行政評価について特に必要と認め

る事項に関すること。 

２ 委員会は、前項の所掌事務の審議内容について、市長に報告するもの

とする。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、１０名以内とする。 



２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長がこれを委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 各種団体の代表者 

(3) 市民 

(4) その他市長が必要と認める者 

（委員） 

第４条 委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、会議の議長となる。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を委員

のうちあらかじめ委員長が指名する委員が代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じて市長又は委員長が招集する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委

員長が別に定める。 

附 則 



この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１月２８日規程第１号） 

この規程は、平成２６年２月６日から施行する。 

附 則（平成２７年５月２７日規程第１８号） 

この規程は、公布の日から施行する。 
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 第１章 基本的な考え方
第１節 策定の趣旨･･･････････････････････････････････････････････156
第２節 総合戦略の位置づけ･･･････････････････････････････････156
第３節 計画期間 ･････････････････････････････････････････････････157

 第２章 施策推進の考え方と基本目標
第１節 政策５原則を踏まえた施策の推進･･････････････････158
第２節 基本目標･･････････････････････････････････････････････････159

 第３章 具体的な施策の展開
第１節 施策の体系･･･････････････････････････････････････････････160
第２節 基本目標別施策･････････････････････････････････････････161
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　少子・高齢化に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への一極集中
を是正し、活力ある社会を維持していくため、平成 26（2014）年に「まち・ひと・しごと創生法」
が制定されました。
　これに基づき、平成 26（2014）年 12 月に、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（以下「国
の長期ビジョン」）及び、平成 27（2015）年度から令和元（2019）年度までの５か年の政府
の施策の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「国の総合戦略」）が閣
議決定されました。令和元（2019）年 12 月には「国の長期ビジョン」を改訂し、令和 42（2060）
年に約１億人の人口を確保することとして、合わせて令和２（2020）年度から令和６（2024）
年度までの５か年の政府の施策の方向を提示する第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を策定し、閣議決定されました。
　全国の市町村においても人口ビジョン、総合戦略を策定し、地方創生の取り組みを進めて
いる中、東京圏への一極集中に歯止めがかかっておらず、地方では若年層を中心とした生産
年齢人口の減少が続いています。
　本市では、平成 28（2016）年度からの第５次総合計画において、令和 7（2025）年度末
を目標としたまちづくりを展開していくこととしており、人口減少の抑制について、さらに戦略
的・計画的に取り組むため、これまでの取り組みや成果・課題を踏まえ、「河内長野市まち・
ひと・しごと創生人口ビジョン」（以下「人口ビジョン」）とともに、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひ
と」が「しごと」を呼び込む好循環の確立と、その好循環を支える「まち」の活性化を図るため、
「第２期総合戦略」を策定します。

第1章 基本的な考え方
第１節　策定の趣旨

　第２期総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条に基づく「市町村まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」であり、国・府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案して策定す
るものです。また、本市における人口の現状と将来展望を示した人口ビジョンを踏まえて策定
します。
　また、後期基本計画や各分野の個別計画との整合を図りながら、人口減少対策の重点戦
略をとりまとめたものであり、市全体で共有して推進する戦略として位置づけます。

第２節　総合戦略の位置づけ
１．国・府の戦略との関係
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第 2 期総合戦略　第 1 章　基本的な考え方

　本総合戦略の計画期間は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間とします。
なお、実施した施策・事業の効果を検証し、必要に応じて見直すものとします。

　本総合戦略は、令和３（2021）年度を始期とする後期基本計画との整合を図りつつ、長期
的な視点に立って、人口減少克服・地方創生の目的を達成するための具体的な目標、施策を
位置づけるものです。
　後期基本計画や各分野の個別計画において、本市の様々な分野にわたる総合的な振興・発
展をめざすなかで、本総合戦略の目的を達成する観点から、戦略的、一体的に施策を推進
するものとします。

　行政をはじめとして、市民、地域、団体、企業など市全体で共有して推進する計画と位置
づけます。

第 3節　計画期間

２．後期基本計画等との関係

３．様々な主体の参画
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　まち・ひと・しごとの創生に向けて、次の５原則を踏まえた施策の展開を図ります。

第2章 施策推進の考え方と基本目標
第１節　政策５原則を踏まえた施策の推進

１．自立性
地方公共団体・民間事業者・個人等の自立につながる施策に取り組む。

２．将来性
施策が一過性の対症療法にとどまらず、将来に向かって、構造的な問題に積極的に取
り組む。

３．地域性
地域の強みや魅力を活かし、その地域の実態に合った施策を、自主的かつ主体的に
取り組む。

４．総合性
多様な主体との連携や他の地域、施策との連携を進めるなど、総合的な施策に取り
組み、限られた財源や時間の中で最大限の成果を上げるため、直接的に支援する施
策に取り組む。

５．結果重視
PDCA メカニズムの下に、客観的データに基づく現状分析や将来予測等により短期・
中期の具体的な数値目標を設定した上で施策に取り組む。その後、政策効果を客観
的な指標により評価し、必要な改善を行う。

■国の総合戦略における政策５原則抜粋
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第 2 期総合戦略　第２章　施策推進の考え方と基本目標

　「河内長野市第５次総合計画」では、これまで築いてきた良好な住環境の維持・向上を図
ることにより、多様なニーズに対応しながら市民の豊かな暮らしをめざすとともに、様々な分
野においてまちの魅力を高め、活力に満ちたまちをめざしています。
　この方向性を踏まえ、本市の地域資源である「人・自然・歴史・文化」を最大限に活用しながら、
定住人口や交流人口を増加させ地域活力を高めるため、基本目標として次の４つを設定しま
す。また、まち・ひと・しごとの創生をさらに効果的に進めるため、「多様な人材の活躍を推
進する」「新しい時代の流れを力にする」という２つの横断的な目標を踏まえ、施策を展開し
ます。

第２節　基本目標

「しごと」と「ひと」の好循環づくり

基本目標１　安定した雇用を創出する
基本目標２　新しいひとの流れをつくる
基本目標３　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

好循環を支える、まちの活性化

基本目標４　時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する

横断的な目標

多様な人材の活躍を推進する

新しい時代の流れを力にする

　域内外にかかわらず、地域に関わる一人ひとりが担い手として参画し、地域資源を
活用しながら、内発的な発展につなげていくため、多様な人材が活躍できる環境づくり
を進める。また、若者、女性、高齢者、障がい者、外国人など、誰もが居場所と役割を持ち
活躍できる地域社会をめざす。

　Society5.0の実現に向けた技術を活用し、人手不足の解消や利便性の高い生活を
実現し、地域の魅力を一層向上させる。
　「誰一人取り残さない」社会の実現をめざす持続可能な開発目標（SDGs）の理念に
沿ってまちづくりや地域活性化に向けた取り組みを推進することで、政策全体の最適
化や地域課題解決の加速化という相乗効果が期待できる。
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第3章 具体的な施策の展開
第１節　施策の体系

政策分野 施策・内容

基本目標１
安定した雇用を創出する

施策１．地域産業の育成・支援
施策２．農林業の振興
施策３．多様な就労環境の創出

基本目標２
新しいひとの流れをつくる

施策１．都市ブランドの推進
施策２．移住・定住の促進
施策３．観光交流の振興

基本目標３
若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

施策１．婚活支援及び出産・子育ての負担軽減
施策２．子育てと仕事の両立できる環境の充実
施策３．特色のある教育の推進

基本目標４
時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るととも
に、地域と地域を連携する

施策１．安全・安心な地域づくり
施策２．暮らしやすく活力のある地域づくり
施策３．健康寿命の延伸
施策４．地域包括ケアシステムの深化
施策５．地域で支えあえる環境づくり
施策６．広域連携の推進
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第 2 期総合戦略　第３章　具体的な施策の展開

第２節　基本目標別施策

安定した雇用を創出する基本
目標1

　本市の自然や歴史、伝統に加え、長年築いてきた技術やノウハウ、立地といった「河内長
野らしさ」を活かした産業振興を図ります。
　また、地域に根ざし、環境にもやさしく、先端技術を活用するなど、多様で付加価値の高
い産業を創造するとともに、起業促進や地域特性を活かすことができる企業誘致を推進し、
職住近接による雇用や働く場の確保を創出します。
　さらに、若者、女性、高齢者、障がい者、外国人など、誰もが働くことができる地域社会
をめざします。

数値目標 現状値（R1） 目標値（R7）
事業所数 2,858 2,800
製造品出荷額 93,713百万円 79,300 百万円
小売店舗年間商品販売額 64,967 百万円 66,600 百万円
朝市・直売所の売上高 7.89 億円 8.00 億円
農業従事者数（兼業農家含む） 844 人 844 人
林業従事者数 29 人 48 人
有効求人倍率（ハローワーク河内長野管内における数値） 0.85 倍 0.69 倍

基本方向
■商工業の振興
　　地域経済の発展及び就業機会の拡大、安定した雇用を創出するため、可鍛鋳鉄や
ステンレス・ベアリング・爪楊枝などの地場産業の経営基盤の強化を促進します。また、
社会変化や消費者のニーズに対応した起業を支援するとともに、地域特性に合った企
業誘致を推進します。

■農林業の振興
　　５つの谷の農業資源や市域の約７割を占める森林資源を有効活用し、生産基盤の
強化や営農支援、地産地消、ブランド化、６次産業化などを推進し、付加価値を高め
るとともに、自給的農家から販売農家への転換を図ります。
　　また、農林業従事者の減少や高齢化に対応するため、後継者の育成や新たな担い
手の確保を推進します。

■誰もが働きやすい環境づくり
　　若者や女性、高齢者、障がい者など誰もが安心して仕事に就き、安定した生活を確
保できるよう、それぞれの能力を発揮することができる雇用環境の創出や就労支援を
推進します。
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　企業誘致や産業用地の確保を推進するとともに、企業の経営基盤の強化や金融支援などの
支援を行い商工業の振興を図ります。

地域産業の育成・支援施策 1

主な取り組み内容

●企業誘致の推進（産業用地の確保を含む）
●企業の事業拡張（土地取得、建物拡張・
更新を支援）

●起業・創業支援
●企業の経営基盤の強化（先端設備導入・
人材育成支援等）

●企業に対する金融支援
●ふるさと応援寄附金謝礼品による特産
品の充実

　農業を支える多様な人材の育成・確保を図るとともに、営農支援や販路拡大への支援、
森林整備や地元河内材の利用促進など農林業の振興を図ります。

農林業の振興施策 2

主な取り組み内容

●新規・青年就農者育成
●営農支援（農業経営指導及び栽培技術
指導など）

●自給農家から販売農家への転換
●６次産業化の推進

●推奨作物の産地化の推進
●森林整備の推進
●林道の基盤整備
●「おおさか河内材」の利用促進

　若者や女性、高齢者、障がい者などの、多様な就労ニーズに対応するため、職業能力の向
上や就労機会の確保、就労支援を推進します。

多様な就労環境の創出施策 3

主な取り組み内容

●就職支援機関との連携による就職支援
●地元企業での雇用・就労支援
●高齢者の就労支援（シルバー人材センター
での事業開拓、就労ニーズマッチングなど）

●障がい者、ひとり親家庭や就職困難者
等に対する就労支援

●生活困窮者の自立支援（自立相談、就労
準備支援、一時生活支援、学習支援など）
●女性の就労支援（就労相談、セミナー開
催など）
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第 2 期総合戦略　第 3 章　具体的な施策の展開

新しいひとの流れをつくる基本
目標2

　本市が持つ豊かな自然、歴史・文化、多様な人材などまちの魅力を発掘・創出し、市民の
まちへの愛着や誇りを育むとともに、市への良好なイメージの定着を進めます。また、本市の
様々な魅力を市内外に向けた効果的な発信を行い、本市への関心と憧れを獲得するとともに、
新規移住者や来訪者等の受け入れ体制の整備等を推進することにより、定住人口と交流人口
の増加を図ります。

数値目標 現状値（R1） 目標値（R7）
「河内長野市に愛着と誇りを感じている」市民の割合 38.8％ 55.0％
「河内長野市に住み続けたいと感じている」市民の割合 45.5％ 60.0％
社会動態の転入者／転出者の率 78.0％ 98.0％
観光入込客数 1,134,000人 1,076,000人

基本方向
■都市ブランドの構築によるイメージ戦略
　　都市ブランド戦略プランを策定し、本市の地域資源の価値を再発見し、磨き上げ、
市内外に発信することによって、「河内長野市」のブランドイメージを浸透させ、市民
のまちへの愛着や誇りを育むとともに、本市の認知度向上とイメージアップを図ります。

■移住・定住の促進
　　若者や子育て層などを中心に定住・転入施策の推進や河内長野市の魅力を効果的
にＰＲするとともに、Ｕ・Ｉ・Ｊターンに対応する総合窓口の設置や各地域におけるコミュ
ニティの受け入れ体制の構築などを図りながら定住・転入を促進します。

■観光交流の振興
　　道の駅「奥河内くろまろの郷」をはじめ、本市の５つの谷を含めた豊かな自然や歴史・
文化などの地域資源を活かし、日本遺産のまちとして観光まちづくりを進めます。また、
外国人観光客をはじめ、観光客への利便性の向上や”おもてなし”の充実、整備を行い、
交流人口の増加や滞在時間の拡大を図り、集客と消費を高める観光振興を推進します。
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　都市ブランドの推進を通じて、市民の本市への愛着や誇りを育むとともに、市内外に向け
て本市の魅力を効果的に発信します。

都市ブランドの推進施策 1

主な取り組み内容

●「都市ブランド」構築と市内外への都市ブランドの推進
●戦略的な本市の魅力発信（ＰＲイベント、ＳＮＳ、広告、報道機関等）

　若者や子育て層などを中心に転入・定住を促進するとともに、Ｕ・Ｉ・Ｊターン移住者の
受け入れ体制を整備します。

移住・定住の促進施策 2

●移住支援（総合窓口設置・情報発信・受け入れ体制整備など）
●定住転入（近居・同居）促進（近居・同居促進マイホーム取得補助）

主な取り組み内容

●日本遺産の活用
●道の駅「奥河内くろまろの郷」の観光ハブ拠点化の推進
●観光情報の効果的な発信（外国人観光客向けを含む）

　日本遺産の活用や道の駅「奥河内くろまろの郷」の観光ハブ拠点化など、本市への外国人
観光客をはじめ来訪者の増加と滞在時間の拡大に向けた取り組みを推進します。

観光交流の振興施策 3

主な取り組み内容
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第 2 期総合戦略　第 3 章　具体的な施策の展開

若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

基本
目標3

　若い世代が結婚・出産・子育てに希望が持てるよう、結婚から子どもを安心して産み育てら
れる環境づくりを推進します。また、「教育立市のまち河内長野」の基本理念に基づき、知・徳・
体の調和のとれた生涯にわたる学習の基礎となる「生きる力」を育む教育の充実を図るととも
に、学校を地域の学びの核とした教育総合コミュニティの推進により、大阪一の教育都市を
めざします。

数値目標 現状値（R1） 目標値（R7）
乳幼児健康診査受診率 95.1％ 96.5％
合計特殊出生率 1.14 1.63
保育所待機児童数 13人 ０人
スポーツ施設利用率 36.5％ 55.0％

基本方向
■結婚・出産・子育ての切れ目のない支援
　　婚活イベントを行う団体等への支援や婚活に関する情報を提供します。
　　また、子育て世帯の経済的負担の軽減や、子育てと仕事を両立できるよう、子育て
保育サービスの充実や、保育・子育て支援環境の整備を図り、妊娠期から子育て期に
わたる切れ目のない支援を行います。

■教育立市の推進
　　「ふるさとのつながりによる豊かな学び」を基本理念として、幼小中の一貫した教育
や英語教育などにより学力向上を図るとともに、本市の豊かな自然・歴史・文化を活
かした様々な体験学習を通じ、「社会を生き抜く力」と「ふるさと河内長野」に誇りを
持ち、大切にする態度を育みます。また、子ども一人ひとりのニーズに応じたきめ細か
な教育の推進や、良好な教育環境の整備などにより、子育て世代を惹きつける魅力の
ある教育を推進します。
　　また、歴史文化遺産等の保存・活用を推進するとともに、下里運動公園人工芝球
技場等を活用し市民が親しむことができるスポーツなどの振興を図ります。
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　出会いの機会を提供するため、民間が行う、結婚活動などの取り組みを支援します。　
　また、安心して出産や子育てできるよう相談体制の充実や子育て役立ち情報の発信など子ども
を産み育てるサポート体制の充実を図るとともに、子育て家庭への経済的な負担軽減を図ります。

婚活支援及び出産・子育ての負担軽減施策 1

主な取り組み内容

●婚活イベントへの支援
●子ども・子育て総合センター「あいっく」の充実
●家庭児童相談（乳幼児から学校卒業・
就職まで切れ目のない支援）

●子育て情報発信
●発達障がい児支援

●子育て世代包括支援センター（母子保
健型）の設置
●つどいの広場（地域子育てサロン）の設置
●子ども医療費助成
●妊婦健康診査支援
●ひとり親家庭自立支援

　小中一貫教育や英語教育などをさらに推進し、学力向上をめざすとともに、子どもたちの
豊かな情操と道徳心を育むため、本市の豊かな自然を活用した体験活動の推進やコミュニティ
スクール 120の充実など学校と家庭・地域が一体となった取り組みを推進します。
　また、放課後の子どもの育ちの取り組みの充実や教育環境の整備、歴史文化遺産の保存・
活用、競技スポーツなどの振興を図ります。

特色のある教育の推進施策 3

主な取り組み内容

●小中一貫教育の推進
●英語教育の推進
●支援教育環境の充実（インクルーシブ
教育 121の推進）
●豊かな体験活動の推進
●コミュニティ・スクールの推進

●放課後子ども総合プラン推進（放課後児
童会開設時間延長、子ども教室の充実）
●教育ＩＣＴ環境の整備
●学校施設へのエアコン設置
●歴史文化遺産の保存・継承と活用
●下里運動公園の人工芝球技場を活用し
たスポーツ振興

120 コミュニティスクール：学校運営協議会を設置する学校のこと。
121 インクルーシブ教育：障がいのある人と障がいのない人が共に学ぶ仕組み。

　仕事をしながら、安心して子育てできるよう、ニーズに対応した保育サービスの充実を図ります。

子育てと仕事の両立できる環境の充実施策 2

●ファミリー・サポート・センター事業の充実
●認定こども園等整備

主な取り組み内容

●病児・病後児保育の推進
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時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する

基本
目標4

　子どもから高齢者まで誰もが健康で、住み慣れた地域でいきがいを持って安全に安心して
暮らせるよう、防災・防犯対策を充実し、大阪一安全・安心なまちをめざすとともに、地域コミュ
ニティの活性化や地域包括ケアシステムの構築など、みんなが支えあうことができる地域づく
りを進めます。
　また、市民にとって暮らしやすい地域づくりに向け、地域活力の創出を図り、人口減少及び
人口構造の変化に対応した機能的で利便性の高いまちづくりをめざします。

数値目標 現状値（R1） 目標値（R7）
自主防災組織化率 68.9％ 100.0％
地域防災活動参加者数 3,885人 4,000人
刑法犯認知件数 407件 850 件
バス年間利用者数（H27実績を 100 とする） 89.85 100.00
地域福祉活動への延べ参加者数 69,830人 70,000人
要介護認定を受けていない高齢者の割合 80.8％ 77.8％
特定健康診査受診率 39.6％ 60.0％
がん検診受診率 21.0％ 23.0％
地区計画決定の件数 ０件 ３件
ボランティア・市民公益活動団体数 135 団体 140 団体

基本方向
■大阪一の安全・安心なまちづくり
　　市民の生命、財産を守り、安全・安心に暮らすことができるよう、地域における防犯・
防災体制の強化や災害時の情報・伝達手段の充実を図ります。

■暮らしやすさと地域活力の創出
　　人口減少、少子・高齢化に対応し、暮らしやすいまちづくりに向け、公共交通や広
域道路網をはじめとする交通ネットワークの充実、空き家・空き地対策やネットワーク
型コンパクトシティを推進します。また、地域活力の創出を図るため、中心市街地の
活性化や市街化調整区域の有効な土地利用を推進します。

■いつまでも健康で安心して暮らせる地域づくり
　　市民が生涯にわたって生き生きと健康で暮らすことができるよう、地域全体で健康
寿命の延伸に取り組むとともに、地域コミュニティの活性化や高齢者が住み慣れた地
域で医療や介護が必要になっても安心して暮らすことができるよう、地域包括ケアシス
テムの深化をはじめとして、地域で支えあう仕組みづくりを推進します。
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　市民が安心して暮らせるよう、地域における防犯・防災体制を強化します。

安全・安心な地域づくり施策 1
主な取り組み内容

●自治会、商店街防犯カメラの充実
●公設防犯カメラの増設
●災害時備蓄物資の整備
●災害時情報伝達手段の整備

●地域安全マップ作成
●ハザードマップ更新

　人口減少や人口構造の変化に対応するため、「集約連携都市」（ネットワーク型コンパクト
シティ）の推進を図るとともに、公共交通など交通機能の充実、空き家・空き地の適正管
理や有効活用、中心市街地の活性化や市街化調整区域における有効な土地利用の推進を
図ります。

暮らしやすく活力のある地域づくり施策 2

主な取り組み内容

●公共交通空白・不便地域解消及び移動困
難者への対策（乗合タクシー運行など）

●公共交通の利用促進
●空き家等の対策（空き家等の適正管理と
有効活用、木造住宅除却補助など）

●中心市街地の活性化の推進
　（河内長野駅前線の整備促進、建築物共
同化の支援など）

●上原・高向地区地域活性化の促進
●三日市町駅東地区地域活性化の促進
●小山田地区地域活性化の促進（広域道
路延伸、産業地形成）

　市民が生涯にわたって生き生きと健康で暮らせるよう、安心できる地域医療体制の充実を
図るとともに、生活習慣病の予防やがん検診受診率の向上、地域での健康づくり活動の推進
など地域全体で健康寿命の延伸に向けた取り組みを推進します。

健康寿命の延伸施策 3

主な取り組み内容

●地域医療体制の充実
●生活習慣病の予防
●がん検診など受診率向上

●地域健康づくり活動の促進
●市民主体の健康づくりの推進
●食育の推進
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　住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、医療・介護をはじめ、地域や
関係機関との連携による地域包括ケアシステムの深化に向けた取り組みを推進します。

地域包括ケアシステムの深化施策 4

主な取り組み内容

●介護予防・日常生活支援総合事業の推進
●在宅医療と介護連携の推進
●生活支援体制の整備（生活支援コーディ
ネーター 122の設置、協議体活動の推進）

●認知症施策の推進（認知症初期集中支
援チームの設置など）

●地域包括支援センターの機能強化

　みんなが支えあう地域づくりをめざして、高齢者等の見守り活動の推進、スマートエイジ
ング・シティの推進、地域コミュニティ活性化への支援など地域で支えあえる環境づくりを
推進します。

地域で支えあえる環境づくり施策 5

主な取り組み内容

●「孤立死」の防止
●高齢者等の見守り活動や地域の集いの場
づくりなどへの支援（地域サロンなど）

●コミュニティソーシャルワーカーによる相
談体制の充実

●南花台スマートエイジング・シティ団地
再生モデル事業
●地域コミュニティの活性化支援

　広域的な課題に対応し、地域全体の活性化を図るため、近隣市町村との広域的な施策展
開を推進します。

広域連携の推進施策 6

主な取り組み内容

●河内長野市・橋本市・五條市広域観光推進事業
●南河内地域広域活性化推進事業

122 生活支援コーディネーター：地域における支えあい体制の基盤整備を推進していくことを目的とし、生活支援・通いの場等の資源の創出・
充実に向けたコーディネート機能を果たす。



170

　本総合戦略を推進するにあたって、各主体の特性を踏まえ、担うべき役割を示します。

第4章 推進体制及び進捗管理
第１節　各主体の役割分担

　国、府の地域連携施策を活用しつつ、近隣自治体をはじめとする地域間の広域連携を積極
的に進めます。

第２節　国や府、近隣自治体との連携推進

　総合戦略は、市民、地域、団体、企業、行政など市全体で共有し、協働して推進する計
画であるため、計画策定（Ｐｌａｎ）、推進（Ｄｏ）、点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）
の各過程においても、市全体が関わる体制を構築し、高い実効性を確保することが必要とな
ります。
　そこで、庁内の策定・推進組織として、副市長を会長とする「河内長野市まち・ひと・しご
と創生策定委員会」を置くとともに、市内各界各層とともに推進・検証をしていくため、産業
界、教育機関、金融機関、市民団体等を含めた「有識者会議」からの意見などを反映させます。
あわせて、本市地域のみでは対応できない課題等においては、必要に応じて、国、府、近隣
市町村との連携を図ります。
　また、総合戦略の推進にあたっては、政策分野ごとの基本目標と具体的な施策を示し、各
施策の効果を客観的に検証できる指標（重要業績評価指標（ＫＰＩ））を設定し、ＰＤＣＡサ
イクルにより、実効性を高めます。各数値目標、指標については、実施した事業の量を測定
するものではなく、その結果によって得られた成果を測定する成果指標を原則とし、目標を
明確化することで、市全体での目標の共有化と成果を重視した取り組みの展開を図ります。

第３節　計画の進捗管理

　自らが居住し、生活するまちをより良いものにするため、サービスの受け手として
だけでなく、担い手として地域活動や公益的活動に積極的に参加します。

市　民

　地域産業・経済の活性化に貢献するとともに、雇用の創出を図り、より暮らしやす
い地域社会の実現に寄与します。

企　業

　本総合戦略の目標達成に向け、各主体のネットワークづくりと協働の推進を図ると
ともに、地方創生に関わる情報共有を図ります。また、本市の資源を最大限に活かし
て独自性に富んだ施策を展開し、その効果的な進捗管理を展開しながら、目標の達
成をめざします。

行　政

　自治会をはじめとする地域団体や市民公益活動団体は、新たな公共の担い手として、
少子高齢化やコミュニティ意識の希薄化等の課題に対応した取り組みを推進します。

地域・団体











 
 

令和６年度図書館事業評価結果について 

 
河内長野市立図書館（図書館）では、図書館法第７条の３に基づき、図書館サービス

その他図書館運営の維持・向上を図るため平成２６年度から図書館事業評価を行ってい
ます。令和６年度の図書館事業評価結果について、取りまとめましたので公表します。 
 
図書館は、令和６年３月１６日付け河内長野市図書館協議会（図書館協議会）の答申

を受け「河内長野市立図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針」（基本的運
営方針）を令和６年３月３１日付けで定めました。基本的運営方針に基づき策定した事
業計画及び指標の達成状況を分析し、今後の課題・取組等について図書館により自己点
検・評価を実施します。また、この自己点検・評価を踏まえ図書館協議会委員から外部
評価を得ます。その結果を「河内長野市立図書館事業評価」として公表します。 
 
１．点検及び評価の目的 
・基本的運営方針に基づいた運営がなされていることを確保し、事業水準の維持・向上
を図ります。 

 
２．評価の方法等 
 基本的運営方針に基づき策定した事業計画及び指標の達成状況を分析し、指標に係る
数値目標により３段階の評価基準で評価を実施します。また、図書館協議会委員から外
部評価を得ます。 
 実績は１２月末現在の数値に３月末までの推計を含めて算出します。 
・評価基準 （端数切捨て） 
 Ａ…達成した（９０％以上） Ｂ…ほぼ達成した（８９％～６１％） 
 Ｃ…達成できなかった（６０％以下） 

次第７関係資料① 
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画　主な取組実績及び自己点検

事業計画 取組目標 主な取組実績 単位 前年度末実績 12月末実績
３月末実績

（推計）
3月末実績 自己点検（今後の課題・取組等）

基本的運営方針１　読書活動を推進し、図書館を活用することで市民自らの課題が解決できる情報拠点として、生涯学ぶことのできる環境を整えます。

①図書館の蔵書の
充実

①図書館の１年間の
受入冊数（図書館）

冊 9,884 7,666 9,606 9,131

「河内長野市立図書館収集方針」（令和2年9月1日改定）及び「河内長野市立図
書館蔵書整備計画」（平成28年4月1日策定）に基づき、蔵書整備計画予算配分
表を毎年度作成し、計画的な資料の収集を行っています。
１年間の受入冊数は、昨年度の冊数と同程度です。単価が上がり冊数が増えま
せんが、その中でも、今度とも魅力ある良質な資料構成を目指して、ネーミングラ
イツによる歳入を活用し資料の更新と充実を進めていきます。
（ネーミングライツ（命名権料）の内訳）
令和7年1月1日～11年12月31日　年額70万円

また、英語多読資料の整備を引き続き進め、より一層の利用促進を図ります。
英語多読コーナー蔵書冊数
12月末実績　2,404冊
英語多読コーナー貸出冊数
12月末実績　8,506冊

②図書館利用の促
進

②図書館利用者数 人 432,984 356,359 464,427 467,402
利用者数は回復基調にあります。今後も、図書館に来館しづらい高齢者や障が
い者を含めて、どのような方でも使いやすい図書館サービスの充実に努めます。

③魅力のある資料
の収集

③市民１人当たりの
貸出冊数

冊 7.1 5.4 7.2 7.2
貸出冊数は図書館システム更新で休館した昨年度からは回復傾向ではあります
が、コロナ禍前までには回復していません。引き続き市民の読書要求に応えられ
るよう、蔵書の充実に努めていきます。

①市内全域への図
書館サービス

図書館と公民館図
書室との相互貸借
冊数

冊 48,578 37,955 50,480 50,197

公民館図書室８ヶ所、自動車文庫ステーション23ヶ所のサービスポイントを活用
し、利用者の利便性の向上と資料提供に努めました。予約資料を最寄りの公民
館図書室や自動車文庫サービスポイントを利用して受け取るなど、図書館ネット
ワークが有効に活用されており、例年とほぼ変わらない相互貸借冊数となってい
ます

②公民館図書室の
蔵書の充実

公民館図書室の１年
間の受入冊数

冊 1,151 952 1,166 1,094

③自動車文庫の蔵
書の充実

自動車文庫の１年間
の受入冊数

冊 529 362 481 498

①自動貸出機の利
用促進

自動貸出機による貸
出冊数割合

％ 20.9 20.2 20.2 20.3

自動貸出機の利用状況は、12月末現在、利用人数25,659人、貸出冊数106,785
冊でした。平成29年6月の導入以来2割程度の貸出しを担っています。利用に不
慣れな利用者に対して、今後もより利用しやすいようサポートしながら利用促進に
努めていきます。

②利用者カードと交
通系ＩＣカード連携機
能の利用促進

交通系ＩＣカード連携
機能利用人数（累
計）

人 73 80 82 80

令和4年11月1日から図書館の利用者カードとマイナンバーカードや交通系ＩＣカー
ドを連携して、図書館と公民館図書室の窓口で利用者カードの代わりに使える
サービスを導入しました。今後ともPRに努めていきます。マイナンバーカードは法
改正により、利用毎にパスワードが必要となりました。

③ロゴフォームを利
用したインターネット
を通じて利用者カー
ドの申し込みができ
るサービスの導入

令和６年度内に完了 - - 導入済み 導入済み 導入済み

10月1日から運用を開始しました。スマートフォンとマイナンバーカードを使ってオ
ンライン申請できる仕組みです。
12月末現在、6人の新規登録がありました。

（１）市民の資料要求に応
え、さらにその要求を広め
高めて行くため、良質な
資料を収集・提供します。

（２）市内全域への図書館
サービス提供のため、図
書館、公民館図書室や自
動車文庫等の全体の蔵
書構成を考えた資料収集
を行います。

（３）市民の身近な施設と
してのサービス機能の充
実を図るため、自動貸出
機の活用や、利用者カー
ドとＩＣカードの連携など利
便性の向上に努めます。

今後とも１冊あたりの資料費が上昇するなかでも、市内全域にサービスできるよう
継続した資料整備を行っていきます。
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画　主な取組実績及び自己点検

事業計画 取組目標 主な取組実績 単位 前年度末実績 12月末実績
３月末実績

（推計）
3月末実績 自己点検（今後の課題・取組等）

講座開催数 回 5 4 4 4

参加者数 人 60 44 44 44

②図書館資料を活
用した展示

テーマ別展示数 回 94 73 91 96

一般向け、児童向け、ヤング向けなどコーナー別の各テーマ展示や、こもれびミ
ニ展示、物故者展示、古文書講座と連携した展示などを行っています。また、他
課の講座・イベントや啓発活動等と連携した行政展示は他課から多くの依頼を受
けました。
今後も図書館資料の利用促進のため、さまざまな切り口の展示を継続して行って
いきます。
電子図書館においても、「電子図書館だより」（月刊）の作成や、さまざまな特集を
組んで電子書籍の効果的な紹介を行い、利用促進を図ります。

（４）図書館資料の利用を
促進するため、生活に役
立つ図書館講座や児童を
対象とした利用者教育講
座（資料の探し方等）を開
催します。また、利用者の
知的好奇心を刺激するよ
うな、多様なテーマに沿っ
た展示を行い図書館資料
の活用につなげます。

小学生に図書館での資料の探し方を教える「図書館マスター」2講座（小学3～6年
生対象）、図書館講座2講座（英語多読）を開催しました。①課題解決に役立

つ講座の開催

2
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画　主な取組実績及び自己点検

事業計画 取組目標 主な取組実績 単位 前年度末実績 12月末実績
３月末実績

（推計）
3月末実績 自己点検（今後の課題・取組等）

基本的運営方針２　さまざまな手法による読書推進やレファレンスサービスの充実、ＩＣＴの活用により、豊富な資料・情報と市民を結びます。

おはなし会等開催回
数

回 76 61 78 78

おはなし会等参加者
数

人 979 722 890 871

資料配送件数 件 373 297 395 387

資料配送冊数 冊 15,870 11,623 14,761 14,666

①館内のインター
ネット利用環境の整
備

インターネット・オン
ラインデータベース
端末席利用者数

人 620 444 586 531

インターネット・オンラインデータベース端末席については機器やソフトウェアの更
新を進め今後も利用の一層の促進を図ります。

レファレンスデータ
ベースの公開件数

件 4 0 4 4

レファレンスデータベースの事例公開は4件。事例を精査し、過去の公開事例の
見直しも進め、利用者の課題解決の支援に努めます。電子図書館において「広
報かわちながの」など河内長野市独自資料の公開、YouTube歴史講座の配信に
も努めました。YouTube歴史講座は河内長野市内小学校で行われる郷土歴史学
習の予習資料としても活用され、地域の教育活動にも寄与しています。

メールマガジン発信
数

回 12 9 12 12
メールマガジンでは図書館情報の発信源として配信を行っています。

③電子書籍の利用
促進

電子図書館ログイン
数

件 6,180 20,085 27,267 26,395

非来館型サービス、高齢者や障がい者サービスの充実に向け、令和2年9月に電
子書籍を導入しました。今後も充実に努めます。また、電子書籍の若年層の利用
者が少ないため、市内の高等学校にて生徒にIDを配付しました。今年度は市立
の小中学校に通う小学4年生から中学3年生と教職員、大阪府立長野高等学校
の生徒と教職員、清教学戦中学校高等学校の生徒と教職員にIDを配布しまし
た。朝読にも役立つ読み放題パッケージも導入しました。今後も利用促進に努め
ます。

電子書籍蔵書冊数　12月末実績　12,269冊
市内小中学校向け臨時利用者ID発行数　12月末実績　4,738人（転入者含む）
府立高等学校向け臨時利用者ID発行数　12月末実績　623人
清教学園中学校・高等学校向け臨時利用者ID発行数　12月末実績　1,928人

放課後児童会や地域の幼保教育施設 、福祉施設にパック貸出しを行っており、
資料配送を有効に活用して子ども達の読書環境の整備に努めることができまし
た。

英語のおはなし会（6月23日15時～、8月11日15時～、11月17日13時～※こもれ
び広場にて世界ごった煮フェス、多言語えほんのひろばの中で開催、1月28日14
時15分～※キックス4階イベントホールホワイエにて英語村フェスタinキックス2024
の中で開催　いずれも日曜日）も開催しました。
定期定例のおはなし会は感染予防対策を講じるため、おはなしのへやをオープン
にしての開催が続いています。年齢別のプログラムを準備していますが、開催当
日の参加者が想定している年齢の子どもだけとは限らず、柔軟なプログラムづく
りが求められます。

（５）子どもたちの読書活
動の推進を図るため、ボ
ランティア等と連携し、お
はなし会などを実施しま
す。

①定期的なおはなし
会等の子ども向け行
事の実施

（６）地域文庫、幼稚園・保
育所及び放課後児童会
等への団体貸出の利用を
促進するため、資料集配
送を継続実施します。

①団体貸出の利用
促進

（７）インターネット端末席
の設置や、メールマガジ
ンの発信、レファレンス
データベースの公開など
ICTを活用した図書館
サービス機能の充実を進
めます。

②インターネットを
使った情報発信
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画　主な取組実績及び自己点検

事業計画 取組目標 主な取組実績 単位 前年度末実績 12月末実績
３月末実績

（推計）
3月末実績 自己点検（今後の課題・取組等）

基本的運営方針３　市民との協働を推進するとともに、交流の場として地域の活性化に寄与します。

講座 4 1 3 3

回 10 5 9 8

ボランティア活動の
べ参加人数

人 487 418 557 543

（９）生涯学習機会の拡大
のため、他の公立図書館
等との連携を図り、広域
相互利用を実施して交流
人口の拡大を進めます。

①広域相互利用の
推進

１４市町村広域登録
者数

人 8,892 9,130 9,221 9,202

市民の生涯学習機会を拡大するため今後とも広域相互利用を実施します。（14自
治体：大阪市、東大阪市、八尾市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、富田
林市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、橋本市、五條市）

（10）地域課題の解決に
向けて、様々な分野で活
動しているボランティア団
体のチラシを配架すること
で情報発信を支援し、ま
たボランティア活動への
参加を促進して、地域活
性化を図ります。

①ボランティア団体
の情報発信を支援

社会福祉協議会主
催事業等のチラシ設
置数

件 - 82 109 98

河内長野市社会福祉協議会内のかわちながのボランティア・市民活動センターと
の連携により、ボランティア活動の紹介やイベントの参加を募るチラシを配布して
います。
なお、チラシは地域活動の意義をより一層強く発信するために、SDGｓ（持続可能
な開発目標）17の目標に区分して配架しています。

（11）「音と映像コーナー」
をリニューアルした、愛称
「こもれび広場」を、講座
やイベント等の開催により
利用者同士が交流できる
場所として活用します。

①「こもれび広場」の
活用

講座・イベント等開
催数

回 29 23 28 31

令和4年度に完成した「こもれび広場」は、本を介して人が集える場所とすることを
目的に設置したものです。多言語えほんのひろば、多言語のおはなし会、英語多
読ひろば、カフェふくろう、録音図書体験会、大人も楽しむ絵本の会などのほか、
見学に来た府立長野高校の生徒との交流会や知的障がい者施設からの図書館
ツアー等でも活用しています。

すぐに役立つ読み聞かせボランティア講座の受講生6名のうち、子どもと本をつな
ぐボランティア活動予定の方が3名おられます。その他子どもと本に関する講座に
ついては2講座開催できました。
図書館で活動いただいているボランティアについては、児童サービスではおはな
し会、えほんのひろば等で活動いただきましたが、ようこそえほんといっしょ（乳幼
児健診での読み聞かせ）では感染症予防のために現在も活動をご遠慮いただい
ています。今年度は河内長野おはなし大会を開催されました。大人も楽しむ絵本
の会、大人のためのおはなし会は継続しています。障がい者サービスでは、さわ
る絵本・布の絵本の制作のほか、代読のための福祉施設の訪問も定期的に行っ
ています。ヤングサービスでは高校生ボランティアが活動（本の配架や修理等）を
行いました。

（８）ボランティア活動の充
実を支援し協働を推進す
るため、読み聞かせボラ
ンティア講座やスキルアッ
プ講座を実施します。

①ボランティアとの
協働を推進

開催講座数
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画　主な取組実績及び自己点検

事業計画 取組目標 主な取組実績 単位 前年度末実績 12月末実績
３月末実績

（推計）
3月末実績 自己点検（今後の課題・取組等）

基本的運営方針４　子どもたちに多様で豊かな読書環境や学習機会を提供するため、学校、地域、家庭との連携を図ります。

①子どもたちの図書
館利用の推進

０～１８歳の図書館
登録者率

％ 46.3 44.3 44.3 44.9

電子図書館のＩＤ配付（（7）-③電子書籍の利用促進の欄に記載）の機会を通じ
て、図書館の存在をアピールしました。今後も新年度の新入生への配付を継続し
ます。

②図書館と学校との
連携

図書館から小中学
校への団体貸出冊
数

冊 3,777 3,115 3,489 3,509

学校専用の資料である「学校支援用図書」の整備等、継続した資料整備に努め、
言語力向上司書とも連携しながら子どもの読書環境の整備を進めます。

③学校等での本に
親しむ機会の提供

えほんのひろば開催
日数

日 - 30 45 45

「えほんのひろば」については、全小学校および1中学校で開催。また、ゆいテラ
スバースデー（4月7日）、ゆいテラスのえんにち（7月21日）、夏休み子ども体験教
室（8月17日）、えいご村のクリスマス（12月10日）等にて出張えほんのひろばを出
展しました。

基本的運営方針５　郷土歴史資料や行政資料の収集保存を進め、その普及啓発や活用を図ります。

講座 4 4 4 4

コマ 8 8 8 8

②郷土歴史資料の
撮影

令和６年度内に完了 - - 完了予定 完了予定 完了

今年度は「河内長野市立図書館デジタルアーカイブ」への掲載のため、資料撮影
を実施しました。また、市民の郷土歴史への関心を高めるため、展示を2回実施し
ました。

③デジタル化した古
絵図の活用

アクセス数 件 65,879 60,165 80,220 79,775

令和5年3月に導入した古絵図等データベース「河内長野市立図書館デジタル
アーカイブ」は、MaaSアプリや国立国会図書館が運営するジャパンサーチとも連
携し、これまでなかなか見ることのできなかった河内長野の古絵図を高精細デジ
タル化して公開しています。今後も河内長野の魅力を伝えられるようにYouTube
歴史講座などを通じて利用促進に努めます。

（12）「河内長野市第４次
子ども読書活動推進計
画」（令和３年度～令和７
年度）に基づき、関係機
関との連携を図りながら
子どもの読書活動を推進
します。

（13）郷土歴史資料の普
及啓発や活用を図るた
め、関連講座及び資料の
展示等を行うとともに保存
のための撮影作業を行い
ます。

①郷土歴史資料の
活用

講座は、古文書講座（初歩の初歩3コマ・入門編3コマ）各1講座、歴史講座2講座
（9月実施1コマ、12月実施1コマ）のほか、非来館対応も鑑み、YouTube歴史講座
を8件公開しました。

講座開催数
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画　主な取組実績及び自己点検

事業計画 取組目標 主な取組実績 単位 前年度末実績 12月末実績
３月末実績

（推計）
3月末実績 自己点検（今後の課題・取組等）

基本的運営方針６　図書館の利用に困難がある市民に対して、利用しやすい環境づくりを進めます。

タイトル 32 15 23 24

点 88 23 67 68

②対面朗読、代読
サービス（体験会含
む）の実施

利用者数 人 - 56 72 70

対面朗読室での通常の対面朗読は今年度は0件でしたが、視覚障がい者サロン
（ピアセンター主催）にコロナ禍以降初めて訪問し、参加者に対面朗読を体験して
いただきました。また、知的障がい者等への代読は、昨年度から再開した代読の
ための施設訪問を継続、また福祉施設対象の休館日の図書館ツアーにおいても
代読を初めて試みました。

タイトル 833 676 901 889

点 833 676 901 889

④読書媒体や端末
機器の情報入手に
関する支援

マルチメディアデイ
ジー上映会・録音図
書体験会等開催数

回 10 10 10 10

マルチメディアデイジー（音声と文字、画像をパソコンで同時に再生できるデジタ
ル録音図書のこと）の普及を目指し、また図書館で貸出しできることをＰＲするた
め、上映や体験会を行っています。今年度は、知的障がい者施設の図書館ツ
アー（図書館の見学）で上映する機会が加わりました。
また、来館者に録音図書を周知することを目的とした「録音図書体験会」も行って
います。

件 118 79 105 108

点 348 287 383 377

⑥福祉施設への
サービスの実施

福祉施設への団体
貸出利用数

冊 1,532 1,163 1,500 1,528

市内の福祉施設にアンケートを実施し、希望のジャンルなどを聞き取り、それを元
に図書館職員が貸出パックを作成して施設まで配送するサービスを行っています
（令和6年度は９施設が利用）。

⑦認知症にやさしい
図書館の推進

まちかどカフェ（認知
症カフェ）参加者数

人 86 57 81 81

まちかどカフェは、地域福祉高齢課との連携により開催している「認知症について
相談できる場」で「こもれび広場」で開催しています。家族の会が主となり、認知症
パートナーがそれを支える形で月1回開催しており、当事者やその家族が気軽に
集える場となっています。図書館は会場の準備や利用者への広報、資料の提供
等の協力をしています。

⑧河内長野駅から
図書館までのわかり
やすい道案内の提
供

令和６年度内に完了 - - 原案作成 完了予定 完了

河内長野駅からバスで図書館に来る方への道案内です。エレベーターの場所や
点字ブロックの有無を含めた内容としました。（視覚障がい者等に向け）耳で聴い
てわかることを目指した「言葉の道案内」と、（知的障がい者等に向け）視覚的に
見てわかりやすいことを目指した「写真と言葉の道案内」があります。

録音図書の郵送貸
出件数

サピエを活用し、全国の点字図書館等が所蔵する録音図書を借受またはダウン
ロードすることにより、自館が所蔵していない録音図書を提供しています。提供方
法は、郵送貸出と来館による貸出の両方の利用があります。
カセットテープからデイジーへの移行が進み、タイトル数と点数が一致していま
す。

活字による読書が困難な方に、録音図書を提供しています。昨年度まで新規登
録数に含めていた「声の広報　厚生」（厚生労働省による広報の録音版／月刊）
を差し替え方式にしたため、今年度から登録数には含めていません。登録数に含
まれていないものはほかに広報かわちながの、市議会だより、社協だよりなどが
あります。

①録音図書等の整
備

（14）図書館の利用に困
難がある市民に対して、
その理由や程度に応じた
資料を量的拡充・質を向
上させるとともに、誰もが
利用しやすい環境づくりを
進めます。

③サピエの活用

⑤郵送貸出サービス
の実施

活字による読書が困難で、かつ来館するのが困難な利用者に対して、録音図書
の郵送貸出サービスを行っています。
録音図書以外の郵送貸出は今年度は利用がありませんでした。

録音図書の新規受
入数

録音図書の他館借
受・ダウンロード数

6
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画　主な取組実績及び自己点検

事業計画 取組目標 主な取組実績 単位 前年度末実績 12月末実績
３月末実績

（推計）
3月末実績 自己点検（今後の課題・取組等）

基本的運営方針７　図書館司書及びその他の職員のコンプライアンスを推進するとともに、資質・能力の向上を図るため、継続的・計画的な研修を実施します。

研修（館外）数 回 35 30 42 42

研修参加者数 人 73 63 90 90

②職員の接遇能力
の向上

利用者の職員対応
満足度

点 4.3 4.5 4.5 4.5
利用者の職員対応満足度は、図書館アンケートにより5段階評価で平均4.5であ
り、今後も職員の接遇の向上に努めます。

基本的運営方針８　安全で安心な図書館の読書環境を維持します。

（16）市民の理解と協力を
得て図書館の良好な読書
環境の維持、利用マナー
の向上を図ります。

①良好な読書環境
の維持

マナー向上啓発回
数

回 4 3 4 4

窓口にて、落書き防止と水濡れ防止を呼びかけるチラシの配布（6月）、図書館入
口にて落書き防止を呼び掛けるポスターの掲示（8月）、水濡れ防止を呼び掛ける
ポスターの掲示（6月・2月）を行いました。今後も図書館資料を守り、利用者マ
ナーの向上を図るための啓発活動を行っていきます。

（17）危機管理マニュアル
の整備、職員に対して防
火訓練をはじめＡＥＤ講習
や防犯講習等を実施しま
す。

①職員の危機管理
能力の向上

防火訓練等実施回
数

回 7 5 7 7

自衛消防訓練等を施設の関係者と合同で行いました。複合施設にあることを踏ま
え、関係機関との連携を図り利用者の安全安心の確保に努めます。
救命講習については、ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生などの救命措置の実技講習
を行いました。
利用者ならびに職員自身の護身や危機管理意識の向上を目的に、河内長野警
察署から講師を迎え、さすまたの使い方など実践形式も交えた防犯講習を行いま
した。
情報セキュリティ研修では、河内長野市情報セキュリティポリシーに基づき、全職
員を対象とした動画視聴による研修を実施しました。
防火訓練等実施内容
・大阪８８０万人訓練　予行演習　8/5　 本番訓練 9/3
・自衛消防訓練　7/15　2/3
・救命講習　7/1
・防犯講習　3/10
・情報セキュリティ研修（動画視聴）1/22～

文部科学省や大阪公共図書館協会等が主催する図書館員向け研修に、職員を
参加させています。従来の集合形式に加え、リアルタイム配信、録画による後日
配信などのオンライン開催が増えており、研修の内容、受講の形式、職員の勤務
年数や経験年数を考慮し、必要な研修にできる限り多く参加できるように努めまし
た。

①研修への参加

（15）図書館司書及びそ
の他の職員の資質・能力
の向上を図るため、継続
的・計画的な研修を実施
します。
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令和６年度河内長野市立図書館事業計画に対する図書館協議会委員による外部評価 
 
○基本的運営方針１ 事業計画（４）について 
・取組目標②図書館資料を活用した展示、主な取組実績「テーマ別展示数」について、図

書館の入り口付近に色々な本が展示されていたが、展示の趣旨と借りてもよいか書かれ

ていなかった。 
⇒必要な方に必要な情報が届けられるように、もう少し情報発信の仕方なども検討してい

きます。 
 
○基本的運営方針３ 事業計画（８）について 
・取組目標①ボランティアとの協働を推進、主な取組実績「開催講座数」について、昨年

度は申込者数が規定に満たず実施できなかった読み聞かせボランティア講座は今年度開

催できてよかった。講座を受講することでそれぞれの地域でボランティアが増えればう

れしい。来年度も実施できるよう、ボランティア団体としても努力する。 
 
○基本的運営方針３ 事業計画（１１）について 
・取組目標①「こもれび広場」の活用、主な取組実績「講座・イベント等開催数」につい

て、子どもと本の連絡会でも「大人のための絵本の会」などでこもれび広場を使ってい

る。その際、参加してもよいのか迷っている人がいた。「認知症カフェ」でも同じではな

いか。メンバー以外でも参加できることを明示した方がよい。他のスペースとつながっ

ているので、声の大きさにも迷う。こもれび広場はよい場所であるので、もうちょっと

活用できればよいと思う。 
 
○基本的運営方針４ 事業計画（１２）について 
・取組目標①子どもたちの図書館利用の促進、主な取組実績「０～１８歳の図書館登録者

率」について、図書館に来て利用登録した人だけなのか。電子図書館の利用ＩＤを配付

している学校の児童・生徒は含まれていないか。 
・登録率は減っているけれど、電子図書館の利用ＩＤを学校に配付しているので、図書館

の登録者には該当しないが実際には電子書籍を利用している０～１８歳がいます、とい

うように一行書き加えておくといいのではないか。 
⇒こちらは図書館で利用登録をして利用者カードを発行した人数で出しています。最近は

学校単位で公民館の施設見学に行き、その時にみんなで利用者登録をするというような

授業もあります。 
 
○基本的運営方針５ 事業計画（１３）について 
・取組目標①郷土歴史資料の活用、主な取組実績「講座開催数」について、来年度福祉セ
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ンターで歴史講座をしたいと考え、先日図書館の方に講師をお願いした。資料の取組実

績に歴史講座があるが、これは図書館外、例えばくすのかホールなどで行われた講座も

この実績の件数に含まれているのか。 
・今後はこういうことを図書館にお願いしてもよいというのを皆が思えるようになると、

市民としても活用しやすいと思う。 
⇒ここでは図書館が中心に行っている事業について書いておりまして、それぞれの団体が

主催する講座に図書館の職員を派遣している実績については載せておりません。 
 
○基本的運営方針６ 事業計画（１４）について 
・取組目標⑧河内長野駅から図書館までのわかりやすい道案内の提供について、地図の全

体図がいると思う。例えば駅で電車を降りてからの案内になっているが、ここに駅があ

ってこちらに図書館があってここに市役所があって、こちらの方向に向かって行くと矢

印などで示したような全体図が１枚あるとわかりやすいと思う。 
⇒この道案内とは別にホームページに地図を載せています。 
・私は自分でこういう道案内は使ったことがないが、スマホをうまく使いこなしている人

によると結構便利だと聞く。 
 
○基本的運営方針８ 事業計画（１６）について 
・取組目標①良好な読書環境の維持、主な取組実績「マナー向上啓発回数」について、落

書き防止と水濡れ防止を呼びかけるポスターの掲示を通年で行うのは、スペース的に難

しいのか。どういう意図で掲示の月がこのように設定されているのか。 
・ちらしに関しては梅雨や夏のゲリラ豪雨などのタイミングで配布すると目に付くかなと

思う。ポスターについては同じところに貼ると、いつの間にか景色の一部になってしま

うため気を止めなくなるが、場所を変えると目についたりもするので良いのではないか。 
⇒一年を通してずっと掲示しておくというのも１つの啓発の方法だと思います。ただ、通

年だと見る側の意識がどうしても薄れてしまうため、ピンポイントで実施することで、

忘れかけた頃に意識を向けてもらうというねらいもあります。水濡れ防止ですと 6 月の
梅雨の時期の前からということで時期を選んでいます。掲示場所やデザインを変えるな

ど工夫したいと思います。 
 
○事業評価 数値目標 指標「広域登録者の占める割合」について 
・広域登録者の占める割合が挙げられているが、逆に河内長野市民で近隣の市町村立図書

館を利用している人数がどのくらいいるのかということや、またそういった人たちが他

の市町村の図書館を利用する理由、例えば便利さや、蔵書の内容の違いなどを図書館と

して把握しているか。 
・他の市町村の図書館を利用している理由が蔵書に関するものであれば、今後の資料収集
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方針に反映することで他市町村を利用する市民を本市に呼び戻すことができるかと思う。 
⇒各市町村立図書館の年報などに統計が載っているだけで、本市がとりまとめて調べてい

るということはなく、そのため今手元には特に資料はありません。 
 
○事業評価 数値目標 指標「学校との連携」について 
・子どもの人数が減っているので、児童サービスや学校への配送サービスの実績値の減少

はやむを得ないと思う。目標値の６，０００という数が、現在ではちょっと多すぎるの

ではないか。これについては考慮してもよいのではないか。 
・１５～２０年ほど前は小学１年から中学３年まで各学年に１，０００人くらいいたので

そのあたりから出てきた数値なのかなとも思うが、それを考えると今は市内全体で１学

年１，０００人は絶対にいなくて、少ないところだと５００人くらいになっている。来

年度は子ども読書活動推進計画を改定する時期とのことで、その点も考慮するといいの

ではないか。事務局からもあったとおり、電子書籍の利用も影響しているとは思うが、

児童数が減っているのは確かである。 
⇒この目標値は「河内長野市子ども読書活動推進計画」と連動しているもので、それが５

年間の計画になりますので、５年間を見込んでこのように設定しています。なお、来年

度はこの計画を改定する予定になっていますので、実績値を踏まえて目標値については

精査したいと考えています。 
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河内長野市立図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針 

 

 図書館法の精神に基づき、誰もが気軽に安心して利用できる市民生活に役
立つ図書館をめざして、市民の皆さんとともに積極的な図書館運営を進める
ため、河内長野市立図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針をつ
ぎのとおり定めます。 

 
１．読書活動を推進し、図書館を活用することで市民自らの課題が解決でき
る情報拠点として、生涯学ぶことのできる環境を整えます。 

 
２．さまざまな手法による読書推進やレファレンスサービスの充実、ＩＣＴ
の活用により、豊富な資料・情報と市民を結びます。 

 
３．市民との協働を推進するとともに、交流の場として地域の活性化に寄与
します。 

 
４．子どもたちに多様で豊かな読書環境や学習機会を提供するため、学校、
地域、家庭との連携を図ります。 

 
５．郷土歴史資料や行政資料の収集保存を進め、その普及啓発や活用を図り 
 ます。 
   
６．図書館の利用に困難がある市民に対して、利用しやすい環境づくりを進
めます。 

 
７．図書館司書及びその他の職員のコンプライアンスを推進するとともに、
資質・能力の向上を図るため、継続的・計画的な研修を実施します。 

 
８．安全で安心な図書館の読書環境を維持します。 

 
 
 

令和６年３月３１日 
                  河内長野市立図書館 

 
 

※図書館職員にとってのコンプライアンスとは： 

市民に信頼される図書館を実現していくために、法令や社会規範、ルールなどを遵守するとともに、

高い倫理観をもって、公平・公正かつ適正に職務を遂行すること 

次第７関係資料② 
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河内長野市立図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針 
に基づく事業計画（令和７年度） 

 

１．読書活動を推進し、図書館を活用することで市民自らの課題が解決できる
情報拠点として、生涯学ぶことのできる環境を整えます。 

（１）市民の資料要求に応え、さらにその要求を広め高めて行くため、良質な
資料を収集・提供します。 
①図書館の蔵書の充実（図書館の１年間の受入冊数） 
②図書館利用の促進（図書館利用者数） 
③魅力のある資料の収集（市民１人当たりの貸出冊数） 

（２）市内全域への図書館サービス提供のため、図書館、公民館図書室や自動
車文庫等の全体の蔵書構成を考えた資料収集を行います。 
①市内全域への図書館サービス 

（図書館と公民館図書室との相互貸借冊数） 
②公民館図書室の蔵書の充実（公民館図書室の１年間の受入冊数） 
③自動車文庫の蔵書の充実（自動車文庫の１年間の受入冊数） 

（３）市民の身近な施設としてのサービス機能の充実を図るため、自動貸出機
の活用や、利用者カードとＩＣカードの連携など利便性の向上に努めま
す。 
①自動貸出機の利用促進（自動貸出機による貸出冊数割合） 
②利用者カードと交通系ＩＣカード連携機能の利用促進 

（交通系ＩＣカード連携機能利用人数） 
③オンライン利用者登録の利用促進（利用者カード発行件数） 

（４）図書館資料の利用を促進するため、生活に役立つ図書館講座や児童を対
象とした利用者教育講座（資料の探し方等）を開催します。また、利用
者の知的好奇心を刺激するような、多様なテーマに沿った展示を行い図
書館資料の活用につなげます。 
①課題解決に役立つ講座の開催（講座開催数、参加者数） 
②図書館資料を活用した展示（テーマ別展示数） 

２．さまざまな手法による読書推進やレファレンスサービスの充実、ＩＣＴの 
活用により、豊富な資料・情報と市民を結びます。 
（５）子どもたちの読書活動の推進を図るため、ボランティア等と連携し、お

はなし会などを実施します。 
①定期的なおはなし会等の子ども向け行事の実施 
（おはなし会等開催回数、おはなし会等参加者数） 

（６）地域文庫、幼稚園・保育所及び放課後児童会等への団体貸出の利用を促
進するため、資料集配送を継続実施します。 
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①団体貸出の利用促進（資料配送件数、資料配送冊数） 
（７）インターネット端末席の設置や、メールマガジンの発信、レファレンス

データベースの公開など ICT を活用した図書館サービス機能の充実を進
めます。 
①館内のインターネット利用環境の整備 
（インターネット・オンラインデータベース端末席利用者数） 

②インターネットを使った情報発信 
（レファレンスデータベースの公開件数、メールマガジン発信数） 

③電子書籍の利用促進（電子図書館ログイン数） 
３．市民との協働を推進するとともに、交流の場として地域の活性化に寄与し
ます。 

（８）ボランティア活動の充実を支援し協働を推進するため、読み聞かせボラ
ンティア講座やスキルアップ講座を実施します。 
①ボランティアとの協働を推進 
（開催講座数、ボランティア活動のべ参加人数） 

（９）生涯学習機会の拡大のため、他の公立図書館等との連携を図り、広域相
互利用を実施して交流人口の拡大を進めます。 
①広域相互利用の推進（１４市町村広域登録者数） 

（10）地域課題の解決に向けて、様々な分野で活動しているボランティア団体
のチラシを配架することで情報発信を支援し、またボランティア活動へ
の参加を促進して、地域活性化を図ります。 
①ボランティア団体の情報発信を支援 
（社会福祉協議会主催事業等のチラシ設置数） 

（11）「音と映像コーナー」をリニューアルした、愛称「こもれび広場」を、講
座やイベント等の開催により利用者同士が交流できる場所として活用し
ます。 
①「こもれび広場」の活用（講座・イベント等開催数） 

４．子どもたちに多様で豊かな読書環境や学習機会を提供するため、学校、地
域、家庭との連携を図ります。 

（12）「河内長野市第４次子ども読書活動推進計画」（令和３年度～令和７年度）
に基づき、関係機関との連携を図りながら子どもの読書活動を推進しま
す。 
①子どもたちの図書館利用の推進（０～１８歳の図書館登録者率） 
②図書館と学校との連携（図書館から小中学校への団体貸出冊数） 
③学校等での本に親しむ機会の提供（えほんのひろば開催日数） 

５．郷土歴史資料や行政資料の収集保存を進め、その普及啓発や活用を図りま
す。 

（13）郷土歴史資料の普及啓発や活用を図るため、関連講座及び資料の展示等
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を行うとともに保存のための撮影作業を行います。 
①郷土歴史資料の活用（講座開催数） 
②郷土歴史資料の撮影（令和７年度内に完了） 
③デジタル化した古絵図の活用（アクセス数） 

６．図書館の利用に困難がある市民に対して、利用しやすい環境づくりを進め
ます。 

（14）図書館の利用に困難がある市民に対して、その理由や程度に応じた資料
を量的拡充・質を向上させるとともに、誰もが利用しやすい環境づくり
を進めます。 
①録音図書等の整備（録音図書の新規受入数） 
②対面朗読、代読サービス（体験会含む）の実施（利用者数） 
③サピエの活用（録音図書の他館借受・ダウンロード数） 
④読書媒体や端末機器の情報入手に関する支援 
（マルチメディアデイジー上映会・録音図書体験会等開催数） 
⑤郵送貸出サービスの実施（録音図書の郵送貸出件数） 
⑥福祉施設へのサービスの実施（福祉施設への団体貸出利用数） 
⑦認知症にやさしい図書館の推進 
（まちかどカフェ（認知症カフェ）参加者数） 

７．図書館司書及びその他の職員のコンプライアンスを推進するとともに、資
質・能力の向上を図るため、継続的・計画的な研修を実施します。 

（15）図書館司書及びその他の職員の資質・能力の向上を図るため、継続的・
計画的な研修を実施します。 
①研修への参加（研修（館外）数、研修参加者数） 
②職員の接遇能力の向上（利用者の職員対応満足度） 

８．安全で安心な図書館の読書環境を維持します。 
（16）市民の理解と協力を得て図書館の良好な読書環境の維持、利用マナーの

向上を図ります。 
①良好な読書環境の維持（マナー向上啓発回数） 

（17）危機管理マニュアルの整備、職員に対して防火訓練をはじめＡＥＤ講習
や防犯講習等を実施します。 
①職員の危機管理能力の向上（防火訓練等実施回数） 
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目標値 12,000 自己評価・・・

実績値

目標値 450,000

実績値

目標値 8

実績値

目標値 45
自己評価・・・

実績値

目標値 17
自己評価・・・

実績値

目標値 50
自己評価・・・

実績値

目標値 6,000
自己評価・・・

実績値

目標値 4以上
自己評価・・・

実績値

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

３月３１日現在
（冊）

505,277 504,802 508,672 510,611 512,103 512,877

３月３１日現在
（人）

47,608 48,983 50,468 52,008 53,381 54,790

年度実績（冊） 961,936 767,209 792,927 841,941 802,965 801,826

貸出冊数÷登
録者（冊）

20.2 15.7 15.7 16.1 15.0 14.6

３月３１日現在
（人）

104,031 102,920 101,276 100,039 98,944 97,359

３月３１日現在
（人）

26
（21）

32
（27）

31
（25）

30
(25)

31
(25)

30
（26）

当該年度決算
見込（円）

27,055,769 24,884,216 23,817,933 23,936,243 24,149,159 23,630,216

３月３１日現在
（日）

277 260 253 302 291 301

人口

職員数
（うち司書）

資料費

開館日数

図書館関係統計　（参考）

図書館、自動車文
庫、公民館の蔵書

冊数

登録者数

貸出冊数

登録者１人当たり
の貸出冊数

利用者の職員対応
満足度

５段階評価 4.4 4.3 4.5
（目標に対し、　　％達成）

学校との連携

図書館から小中
学校への団体

貸出冊数
（冊）

4,457 3,777 3,509
（目標に対し、　　％達成）

０～１８歳の図書館
登録者率

０～１８歳登録
者÷０～１８歳

人口（％）
47.9 46.3 44.9

（目標に対し、　　％達成）

広域登録者の
占める割合

広域登録者÷
登録者（％）

16.5 16.7 16.8
（目標に対し、　　％達成）

登録者率
登録者数÷人

口（％）
42.8 44.2 46.0

（目標に対し、　　％達成）

市民一人当たりの
貸出冊数

貸出冊数÷人
口（冊）

7.3 7.1 7.2
自己評価・・・
（目標に対し、　　％達成）

図書館
利用者数

（人） 437,698 432,984 467,402
自己評価・・・
（目標に対し、　　％達成）

１年間の
受入れ冊数

購入冊数＋寄
贈冊数（冊）

11,326 11,564 10,723
（目標に対し、　　％達成）

事業評価　数値目標

指　標
４年度
（参考）

５年度
（参考）

６年度
（参考）

　　　　　令和７年度実績及び自己評価
※年度実績は、12月末現在の数値に3月末までの推計を含めて
算出　A（90％以上）　B（89～61％）　C（60％以下）
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図書館事業評価に係るお知らせ便  

 令和７年７月 

 
令和７年度の図書館事業評価の参考資料として、以下のとおりお知らせします。 

事 業 名 説 明 

 

 

講座関係 

「古文書講座 初歩の初歩」 

５月１５日(木)、２９日(木)、６月１２日(木)の３回連続講座。市内に伝わる

古文書を使って、読み方などについて説明しました。併せて図書館２階で、講

座に関連する展示をしました。(参加者のべ１１４人) 

※「古文書講座入門編（全３回）」令和７年１１月～１２月開催予定 

 

 

自衛消防訓練・防災訓

練・救命講習等 

・７月２１日（月・祝）図書館・市民交流センター・職業安定所・近畿ビルサ

ービス合同の自衛消防訓練を実施予定 ※次回令和８年２月２日（月）予定 

・救命講習 令和７年７月７日（月）予定 

・防犯講習 日程調整中 

 

 

英語多読コーナーの

整備、利用促進事業 

英語多読資料２,４２９点(令和７年５月末現在 ＣＤ含む) 

・英語多読ひろば～講師と共に学びましょう～６月１日(日) 参加者１５人 

・英語多読ひろば（英語多読体験会）７月２７日（日）予定 

 

 

夏休みおたのしみ 

パック配送 

子ども読書活動推進関係 

放課後児童会での子どもの読書活動を支えるために、図書館で選書した図書の

配送を６月２５日（水）から順次行っています。 

１パック４０冊×３３カ所×２回（入替日に交換） 

 

 

 

 

夏休み図書館事業 

図書館探検ブック配布(７月１９日(土)～１００冊(先着))、さわる絵本・布の

絵本大公開(７月２０日(日))、夏休みおはなし会(７月２６日(土)、２７日

(日))、めざせ！！図書館マスター(７月３０日(水)、３１日(木))、高校生ボラ

ンティア(８月６日(水)～８日（金）)  

※７月１２日（土）科学教室｢ちりめんモンスターと煮干しの観察｣ 

※７月１３日（日）えいごのおはなし会（国際交流協会と共催） 

 

 

図書館の特記事項 

① 職員研修(館外)  

５月２０日(火) 令和７年度第１回協力貸出業務担当者連絡会(オンライン)受講者１人 

 

② 河内長野市立図書館 YouTube 歴史講座「狩りをするお殿様 第３回」 

 

③ 図書館資料水濡れ防止を目的に６月２４日(火)から啓発チラシを配布しています(チラシはなくな

り次第終了)。啓発ポスターも掲示。 

 

④ ５月末現在 図書館開館日数 ５３日／６１日(年間開館予定３０１日) 

入館者数 ４１,７７７人 図書館個人貸出冊数 １１６,７８８冊 

 

⑤ 電子図書館サービス 令和７年４月１日～５月末現在 のべ利用人数 ４,２０８人(ログイン数)、 

貸出冊数 １,１８１冊 ５月末現在 １２,５３９冊導入(うち９，５７６冊読み上げ可能) 

次第７関係資料③ 
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